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新: 
旧: 

カード規定等目次 カード規定等目次   

新: 
旧: 

    

新: 
旧: 

番

号 

 ペ ー

ジ 

1 カード規定 １ 

2 IC カード規定 8 

3 法人用 IC カード規定 15 

4 JA カード（一体型）規定 20 
 

番

号 

 ペ ー

ジ 

１ カード規定 １ 

２ ＩＣカード規定 ８ 

３ 法人用ＩＣカード規定 15 

４ ＪＡカード（一体型）規定 20 
 

「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 
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新:1 
旧:1 

カード規定 カード規定   

     

新:1 
旧:1 

1 カードの利用 １．（カードの利用） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:1 
旧:1 

普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通

貯金無利息型（決済用）、総合口座取引および総合

口座(普通貯金無利息型)取引の普通貯金を含みま

す。以下、同じです。）、営農貯金について発行し

たJAキャッシュカード、貯蓄貯金について発行し

たJAキャッシュカードおよびJAカードローンにつ

いて発行したJAローンカード（キャッシュカード）

（以下、これらを「カード」といいます。）は、同

一名義で当組合に開設された全ての貯金口座また

は貸越口座について、次の場合に利用することが

できます。 

  普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通貯金無

利息型（決済用）、総合口座取引および総合口座(普通貯

金無利息型)取引の普通貯金を含みます。以下、同じで

す。）、営農貯金について発行したＪＡキャッシュカー

ド、貯蓄貯金について発行したJAキャッシュカードおよ

びＪＡカードローンについて発行したＪＡローンカード

（キャッシュカード）（以下、これらを「カード」とい

います。）は、それぞれ当該貯金口座または貸越口座に

ついて、次の場合に利用することができます。 

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レットにて、

キャッシュカ

ードを用いて

「本人認証」

を行う対応を

追記。 

変更 

新:1 
旧:1 

ただし、カードローンの貸越、返済についての

利用は、当組合とカードローン取引約定のある場

合に限ります。 

  ただし、カードローンの貸越、返済についての利用

は、当組合とカードローン取引約定のある場合に限りま

す。 

  

新:1 
旧:1 

① 当組合、当組合が提携した他の農業協同組合

（信用農業協同組合連合会を含みます。以下、

「提携組合」といいます。）もしくは当組合がオ

  ① 当組合、当組合が提携した他の農業協同組合（信

用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組

合」といいます。）および当組合がオンライン現金

自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携し

た金融機関等（以下、提携組合も含めて「入金提携

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

変更 
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ンライン現金自動預入機の共同利 用による現金

預入業務を提携した金融機関等（以下、提携組合

も含めて「入金提携先」といいます。）の現金自

動貯金機（現金自動預入払出兼用機を含みま

す。以下、「貯金 機」といいます。）を使用し

て、または当組合もしくは提携組合の店舗に設

置しているタブレット、ピンパッド等の機器を

使用して、カードローンの貸越の返済、普通貯

金、営農貯金または貯蓄貯金（以下、これらを

「貯金」といいます。）に預入れをする場合（以

下、これらの取引を単に「入金」といいます。） 

先」といいます。）の現金自動貯金機（現金自動預

入払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」といい

ます。）を使用してカードローンの貸越の返済、普

通貯金、営農貯金または貯蓄貯金（以下、これらを

「貯金」といいます。）に預入れをする場合（以

下、これらの取引を単に「入金」といいます。） 

ュカードを用

いて「預入

れ」を行う対

応を追記。 

新:1 
旧:1 

② 当組合もしくは当組合がオンライン現金自動

支払機の共同利用による現金支払業務を提携

した金融機関等（以下、提携組合を含めて「出

金提携先」といいます。）の現金自動支払機

（現金自動預入払出兼用機を含みます。以

下、「支払機」といいます。）を使用して、また

は当組合もしくは提携組合の店舗に設置して

いるタブレット、ピンパッド等の機器を使用

して、カードローンの貸越を受け、または貯

金の払戻しをする場合（以下、これらの取引を

単に「払戻し」といいます。） 

  ② 当組合および当組合がオンライン現金自動支払機

の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関

等（以下、提携組合を含めて「出金提携先」といい

ます。）の現金自動支払機（現金自動預入払出兼用

機を含みます。以下、「支払機」といいます。）を使

用してカードローンの貸越を受け、または貯金の払

戻しをする場合（以下、これらの取引を単に「払戻

し」といいます。） 

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「払戻

し」を行う対

応を追記。 

変更 

新:1 
旧:1 

③ 当組合、提携組合および当組合が振込業務に

ついて提携した金融機関等の自動振 込機（振

込を行うことができる現金自動預入払出兼用機

  ③ 当組合、提携組合および当組合が振込業務につい

て提携した金融機関等の自動振込機（振込を行うこ

とができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以

下、「振込機」といいます。）を使用してカードロー
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を含みます。以下、「振込機」といいます。）を

使用してカードローンの貸越を受け、または

振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻

し、振込の依頼をする場合 

ンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの

振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合 

新:2 
旧:1 

④_当組合または提携組合の店舗に設置しているタ

ブレット、ピンパッド等の機器を使用して、振

込の依頼、届出事項の変更、口座振替の依頼等を

行う場合 

④ 当組合および提携組合の窓口で入金および払戻し

を行う場合 

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「振

込」、「届出

事項の変更」

「口座振替

等」を行う対

応を追記。 

変更 

新:2 ⑤ 当組合もしくは提携組合の貯金機、支払機もし

くは振込機を使用して、または当組合もしくは提

携組合の店舗において、当組合または提携組合の

店舗に設置しているタブレット、ピンパッド等

の機器を用いて貯金の残高や届出情報を表示する

場合 

 店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「残

高」、「届出

情報表示」を

行う対応を追

記。 

追加 

新:2 
旧:2 

⑥ その他当組合所定の取引をする場合   ⑥ その他当組合所定の取引をする場合 項番の変更 変更 

     

新:2 2 入金 ２．（貯金機による入金） 「提携約款の 変更 
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旧:2 作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

新:2 
旧:2 

(1) 貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の

画面表示等の操作手順にしたがって、貯金機にカ

ード、または通帳（当組合および提携組合に限り

ます。）を所定の方法で挿入し、現金を投入し

て操作してください。 

(1) 貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面

表示等の操作手順に従って、貯金機にカード、または

通帳（当組合および提携組合に限ります。）を所定の

方法で挿入し、現金を投入して操作してください。 

同上 変更 

新:2 
旧:2 

(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当

組合および入金提携先所定の種類の紙幣および

硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当

組合および入金提携先所定の枚数による金額の

範囲内とします。 

(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合お

よび入金提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限りま

す。また、１回あたりの入金は、当組合および入金提

携先所定の枚数による金額の範囲内とします。 

同上 変更 

新:2 (3) 入金機の代替として、ピンパッドを用いて窓

口で入金する際は、当組合（提携組合の窓口の

場合は、その提携組合）所定の入金票に届出の

氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出

してください。なお、入金にあたっての限度額

については、前項に定めるとおりとします。 

 「ピンパッ

ド」用いて、

窓口入金する

手順を追記。 

追加 

新:2 (4) 当組合または提携組合の店舗においてタブレ

ット等を用いて入金をする際は、店舗に設置さ

れたタブレット等に届出の氏名、金額を入力し

てください。 

 店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「入金」

追加 
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を行う対応を

追記。 

     

新:2 
旧:2 

3 払戻し ３．（支払機による払戻し） 支払機と窓口

の払戻しにつ

いて合わせて

記載するた

め、タイトル

を変更。 

変更 

新:2 
旧:2 

(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支

払機の画面表示等の操作手順にしたがって支払

機にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証

および金額を正確に入力してください。この場

合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありま

せん。 

(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の

画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを所定

の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力

してください。この場合、通帳および払戻請求書の提

出は必要ありません。 

「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:2 
旧:2 

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当

組合または出金提携先所定の金額単 位とし、1回あ

たりの払戻しは、当組合または出金提携先所定の金額

の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当

組合所定の金額の範囲内とします。 

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合

または出金提携先所定の金額単位とし、１回あたりの

払戻しは、当組合または出金提携先所定の金額の範囲

内とします。なお、１日あたりの払戻しは当組合所定

の金額の範囲内とします。 

同上 変更 

新:2 
旧:2 

(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻

請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手

数料金額との合計額が払戻すことのできる金額

をこえるときは、その払戻しはできません。 

(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金

額と第６条第１項に規定する 自動機利用手数料金額

との合計額が払戻すことのできる金額をこえるとき

は、その払戻しはできません。 

自動機利用手

数料金額等を

記載した箇所

の項番の変更

にともない変

更。 

変更 
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旧:2  ４．（カードによる窓口での入金および払戻し） 「2 入金」

および「3 

払戻し」に記

載内容を統合

したため削

除。 

削除 

旧:2  (1) カードによる窓口での入金の際は、当組合（提携組

合の窓口の場合は、その提携組合）所定の入金票に届

出の氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出し

てください。 

「2 入金」

に記載内容を

統合したため

削除。 

削除 

新:2 
旧:2 

(4) ピンパッドを用いて窓口で払戻しを行う際に

は、当組合所定の払戻請求書に金額および届出

の氏名を記入のうえ、カードとともに提出して

ください。なお、払戻しの際の1回あたりの限度

額および限度額超過時の対応は前二項に定める

とおりです。 

(2) カードによる窓口での払戻しの際は、当組合所定の

払戻請求書に金額および届出の氏名を記入のうえ、カ

ードとともに提出してください。 

「3 払戻

し」に記載内

容を統合のう

え、「ピンパ

ッド」を窓口

で利用する手

順を追記。 

変更 

新:2 (5) 当組合または提携組合の店舗においてタブレ

ット等を用いて払戻しをする際は、店舗に設置

されたタブレット等に届出の氏名、金額を入力

してください。 

 店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「払戻

し」を行う対

応を追記。 

追加 

旧:2  なお、提携組合の窓口での払戻しの際は、カードを

提出し、その提携組合所定の手続きに従ってくださ

い。 

「3 払戻

し」に記載内

容を統合した

ため削除。 

削除 

旧:2  (3) カードによる窓口での入金、払戻しの際の１回あた 「2 入金」 削除 
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りの限度額は、当組合（提携組合の窓口の場合は、そ

の提携組合）が定めるところによるものとします。 

および「3 

払戻し」に記

載内容を統合

したため削

除。 

旧:2  (4) 窓口でカードにより払戻す場合に、払戻請求金額と

第６条第１項に規定する自動機利用手数料金額との合

計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その

払戻しはできません。 

「3 払戻

し」に記載内

容を統合した

ため削除。 

削除 

     

新:3 
旧:2 

4 振込機による振込 ５．（振込機による振込） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:3 
旧:2 

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振

替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振

込機の画面表示等の操作手順にしたがって、振込機

にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他

の所定の事項を正確に入力してください。この場合

における貯金の払戻しについては、通帳および払戻

請求書の提出は必要ありません。 

  振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えに

より払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面

表示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方

法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入

力してください。この場合における貯金の払戻しについ

ては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 

同上 変更 

 

 

    

新:3 
旧:3 

5 自動機利用手数料等 ６．（自動機利用手数料等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 
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新:3 
旧:3 

6 代理人による預入れ・払戻しおよび振込 ７．（代理人による預入れ・払戻しおよび振込） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

 

 
    

新:3 
旧:3 

7 貯金機・支払機・振込機故障時等の取り扱い ８．（貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:3 
旧:3 

(1) 停電、故障等により貯金機による取り扱いが

できない場合には、窓口営業時間内に限り、当

組合および提携組合の窓口でカードにより入金

をすることができます。 

(1) 停電、故障等により貯金機による取扱いができない

場合には、窓口営業時間内に限り、当組合および提携

組合の窓口でカードにより入金をすることができま

す。 

同上 

 
変更 

新:3 
旧:3 

(2) 停電、故障等により当組合および提携組合の

支払機による取り扱いができない場合には、窓

口営業時間内に限り、当組合が支払機故障等の取り

扱いとして定めた金額を限度として当組合および

提携組合の窓口でカードにより払戻すことができ

ます。なお、提携組合以外の出金提携先の窓口

では、この取り扱いはしません。 

(2) 停電、故障等により当組合および提携組合の支払機

による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に

限り、当組合が支払機故障等の取扱いとして定めた金

額を限度として当組合および提携組合の窓口でカード

により払戻すことができます。なお、提携組合以外の

出金提携先の窓口では、この取扱いはしません。 

同上 変更 

新:3 
旧:3 

(3) 前2項による入金は第2条3項および4項、払戻しは

第3条4項および5項によるものとします。 

(3) 前２項による入金および払戻しを行う場合には、第

４条によるものとします。 

参照箇所の変

更にともなう

変更。 

変更 
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新:3 
旧:3 

(4) 停電、故障等により振込機による取り扱いが

できない場合には、窓口営業時間内に限り、前2

項によるほか振込依頼書を提出することにより

振込を依頼することができます。 

(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない

場合には、窓口営業時間内に限り、前２項によるほか

振込依頼書を提出することにより振込を依頼すること

ができます。 

「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

     

新:4 
旧:4 

8 カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入 ９．（カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:4     

旧:4 9 本人確認 10．（カード・暗証の管理等） 「9 本人確

認」と「10 

カード・暗証

番号の管理

等」に分離。 

変更 

新:4 
旧:4 

(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使

用されたカードが、当組合が本人に交付したカー

ドであること、および入力された暗証と届出の

暗証とが一致することを当組合所定の方法によ

り確認のうえ貯金の払戻しを行います。 

(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用さ

れたカードが、当組合が本人に交付したカードである

こと、および入力された暗証と届出の暗証とが一致す

ることを当組合所定の方法により確認のうえ貯金の払

戻しを行います。当組合の窓口においても同様にカー

ドを確認し、入力された暗証と届出の暗証との一致を

確認のうえ取扱いをいたします。 

「9 本人確

認」に（2）

～(4)の追記

にともない、

変更。 

変更 

新:4 (2) カードを、タブレット等を通して本人確認手

段として利用する場合は、当組合または提携組

合所定の操作手順にしたがって、当組合または

提携組合の所定の端末にカードを挿入し、届出

の暗証を正確に入力してください。 

 店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて暗証番号

追加 
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を入力し、

「本人認証」

を行う対応を

追記。 

新:4 (3) 当組合または提携組合は、前記によりタブレ

ット等に入力された暗証と、届出の暗証との一

致を確認することにより本人確認を行うものと

します。 

 同上 追加 

新:4 (4) 当組合または提携組合所定の場合には、前二

項に加え、本人確認書類の提示等当組合所定の

手続を行うことがあります。 

 同上 追加 

     

新:4 10 カード・暗証の管理等  「10．（カー

ド・暗証の管

理等）」から

分離。 

追加 

新:4 
旧:4 

(1) カードは他人に使用されないよう保管してく

ださい。暗証は生年月日・電話番号等の他人に

推測されやすい番号の利用を避け、他人に知ら

れないよう管理してください。カードが、偽

造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそ

れが生じた場合、または他人に使用されたこと

を認知した場合には、すみやかに本人から当組

合に通知してください。この通知を受けたとき

は、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措

(2) カードは他人に使用されないよう保管してくださ

い。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されや

すい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理し

てください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他

人に使用されるおそれが生じた場合、または他人に使

用されたことを認知した場合には、すみやかに本人か

ら当組合に通知してください。この通知を受けたとき

は、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講

じます。 

項番の変更 変更 
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置を講じます。 

新:4 (2) 当組合または提携組合が、前記 9の本人確認

手続を行ったうえで、払戻し、払戻請求書、諸

届その他の書類を取り扱った場合（当組合が貯

金の払戻しに応じたことを含みます。）は、カ

ードまたは暗証につき事故があっても、そのた

めに生じた損害については、当組合は責任を負

いません。ただし、後記 11および12に定める場

合にはこの限りではありません。 

 「キャッシュ

カード+暗証

番号」の一致

を持って取引

を行った場

合、カードま

たは暗証につ

いて事故があ

っても金融機

関は免責とな

ることを追

記。 

追加 

新:4 
旧:4 

(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定

の届出書を当組合に提出してください。 

(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出

書を当組合に提出してください。 

  

     

新:4 
旧:4 

11 偽造カード等による払戻し等 11．（偽造カード等による払戻し等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

     

新:5 
旧:4 

12 盗難カードによる払戻し等 12．（盗難カードによる払戻し等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:5 
旧:4 

(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他

人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、

次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して

(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他

人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、

次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して
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当該払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額

に相当する金額の補てんを請求することができます。 

当該払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の

額に相当する金額の補てんを請求することができます。 

新:5 
旧:4 

① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合へ

の通知が行われていること 

① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合へ

の通知が行われていること 

  

新:5 
旧:4 

② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われ

ていること 

② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われ

ていること 

  

新:5 
旧:4 

③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出しているこ

と、その他の盗難にあったことが推測される事実を確認で

きるものを示していること 

③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出しているこ

と、その他の盗難にあったことが推測され

る事実を確認できるものを示していること 

  

新:5 
旧:5 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意

による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日

の30日（ただし、当組合に通知することができないやむを

得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にそ

の事情が継続している期間を加えた日数とします。）前の

日以降になされた払戻しにかかる損害（手数料や利息を含

みます。）の額に相当する金額（以下、「補てん対象額」

といいます。）を補てんするものとします。 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意

による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日

の 30日（ただし、当組合に通知することができないやむ

を得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日

にその事情が継続している期間を加えた日数とします。）

前の日以降になされた払戻しにかかる損害（手数料や利息

を含みます。）の額に相当する金額（以下、「補てん対象

額」といいます。）を補てんするものとします。 

  

新:5 
旧:5 

ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当組合

が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを

当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の

3に相当する金額を補てんするものとします。 

ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が

善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失

があることを 

当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の４分

の３に相当する金額を補てんするものとします。 

「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:5 
旧:5 

(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗

難が行われた日（当該盗難が行われた日が明らかでないと

きは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不

正な貯金払戻しが最初に行われた日。）から、2年を経過す

る日後に行われた場合には、適用されないものとします。 

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当組合への通知が、

盗難が行われた日（当該盗難が行われた日

が明らかでな 

いときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われ

た不正な貯金払戻しが最初に行われた

日。）から、２年を 

経過する日後に行われた場合には、適用されないものとし

ます。 

同上 変更 

新:5 (4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するこ (4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する 同上 変更 
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旧:5 とを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負

いません。 
ことを当組合が証明した場合には、当組合

は補てん責任 

を負いません。 

     

新:5 
旧:5 

13 カードの紛失、届出事項の変更等 13．（カードの紛失、届出事項の変更等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:6 
旧:5 

(1) カードを紛失した場合、または氏名、代理

人、暗証その他の届出事項に変更があった場合に

は、直ちに本人から当組合所定の方法により当組

合に届出てください。この届出前に生じた損害に

ついては、当組合は責任を負いません。 

(1) カードを紛失した場合、または氏名、代理人、暗証

その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本

人から当組合所定の方法により当組合に届出てくださ

い。この届出前に生じた損害については、当組合は責

任を負いません。 

  

新:6 
旧:5 

(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払

機、振込機（当組合および県内の提携組合に限りま

す。）およびタブレット等により届出ることがで

きます。この場合、貯金機、支払機、振込機およ

びタブレット等の画面表示等の操作手順にしたが

って貯金機、支払機、振込機にカードを所定の方法

で挿入し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に

入力してください。この場合、前項にかかわらず、

書面による届出は必要ありません。 

(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振

込機（当組合および県内の提携組合に限ります。）に

より届出ることができます。この場合、貯金機、支払

機、振込機の画面表示等の操作手順に従って貯金機、

支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出

の暗証および変更後の暗証を正確に入力してくださ

い。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は

必要ありません。 

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レットにて、

キャッシュカ

ードの「暗証

番号の変更」

を行う対応を

追記。 

変更 

新:6 
旧:5 

(3) 代理人カードの暗証については、本人のほ

か、本人があらかじめ届出た代理人が変更する

ことができます。ただし、代理人が代理人カー

 (3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、本人

があらかじめ届出た代理人が変更することができま

す。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する

場合には、貯金機、支払機、振込機（当組合および県
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ドの暗証を変更する場合には、貯金機、支払

機、振込機（当組合および県内の提携組合に

限ります。）を使用するものとします。 

内の提携組合に限ります。）を使用するものとしま

す。 

     

     

新:6 
旧:6 

14 カードの再発行等 14．（カードの再発行等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

     

新:6 
旧:6 

15 貯金機、支払機、振込機への誤入力等 15．（貯金機、支払機、振込機への誤入力等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

     

新:6 
旧:6 

16 解約、カードの利用停止等 16．（解約、カードの利用停止等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:6 
旧:6 

(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取り

やめる場合、カードローン取引が終了した場合

（ただし、JAローンカード（キャッシュカー

ド）に限る。）、または当組合普通貯金規定（普

(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめ

る場合、カードローン取引が終了した場合（ただし、

ＪＡローンカード（キャッシュカード）に限る。）、ま

たは当組合普通貯金規定（普通貯金無利息型(決済用)

規定を含みます。以下、同じです。）、総合口座取引規

定（総合口座（普通貯金無利息型）取引規定を含みま

「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 
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通貯金無利息型(決済用)規定を含みます。以下、

同じです。）、総合口座取引規定（総合口座（普

通貯金無利息型）取引規定を含みます。以下、同

じです。）、営農貯金または貯蓄貯金規定によ

り、貯金口座が解約された場合には、そのカード

を当店に返却いただくか、カードの磁気ストラ

イプ部分を切断のうえ破棄してください。 

す。以下、同じです。）、営農貯金または貯蓄貯金規定

により、貯金口座が解約された場合には、そのカード

を当店に返却いただくか、カードの磁気ストライプ部

分を切断のうえ破棄してください。 

新:6 
旧:6 

(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカード

の利用を不適当と認めた場合、および暗証相違回

数オーバーの場合には、その利用をお断りするこ

とがあります。この場合、当組合から請求があり

次第直ちにカードを当店に返却してください。 

(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利

用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバ

ーの場合には、その利用をお断りすることがありま

す。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカー

ドを当店に返却してください。 

  

新:6 
旧:6 

(3) 次の場合には、カードの利用を停止すること

があります。この場合、当組合から請求があり

次第直ちにカードを当店に返却してください。

ただし、後記③の場合は、当組合 の窓口におい

て当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当

組合が本人であることを確認できたときに停止

を解除します。 

(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあり

ます。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカ

ードを当店に返却してください。ただし、後記③の場

合は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書

類の提示を受け、当組合が本人であることを確認でき

たときに停止を解除します。 

  

新:7 
旧:6 

① 第 17 条に定める規定に違反した場合 ①  第 17 条に定める規定に違反した場合   

新:7 
旧:6 

② 普通貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金

規定または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯

金取引が停止された場合 

② 普通貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金規定

または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯金取引が停

止された場合 
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新:7 
旧:6 

③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻

しから当組合が別途表示する一定の期間が経

過した場合 

③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから

当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合 

  

新:7 
旧:6 

④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に

使用されるおそれがあると当組合が判断した

場合 

④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用さ

れるおそれがあると当組合が判断した場合 

  

     

新:7 
旧:7 

17 譲渡、質入れ等の禁止 17．（譲渡、質入れ等の禁止） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:7     

新:7 
旧:7 

18 規定の適用 18．（規定の適用） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:7 
旧:7 

(1) この規定に定めのない事項については、当組

合普通貯金規定、総合口座取引規定、営 農貯金

規定または貯蓄貯金規定、ならびにJAカードロー

ン取引約定書、JAカードローン利用規定（ただ

し、当組合とJAカードローン取引約定のある場合

に限る。）および振込規定により取り扱いま

す。 

(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通

貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金規定または貯

蓄貯金規定、ならびにＪＡカードローン取引約定書、

ＪＡカードローン利用規定（ただし、当組合とＪＡカ

ードローン取引約定のある場合に限る。）および振込

規定により取扱います。 

同上 変更 

新:7 (2) この規定は民法に定める定型約款に該当しま (2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当   



17  

Page 改正後 現行 備考 差異 

旧:7 す。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると

認められる場合には、民法の定型約款の変更の

規定に基づいて変更するものとします。 

組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況

の変化その他相当の事由があると認められる場合に

は、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更する

ものとします。 

新:7 
旧:7 

(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の

内容を、店頭表示、インターネットその他相当の

方法で公表し、公表の際に定める適用開始日から

適用されるものとします。 

(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容

を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公

表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるも

のとします。 

  

     

新:7 
旧:7 

以 上 以 上   

新:7 
旧:7 

（令和７年４月１日現在） （令和２年４月１日現在）   
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新:8 
旧:8 

ICカード規定 ＩＣカード規定 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

 

     

新:8 
旧:8 

1 カードの利用 １．（カードの利用） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:8 
旧:8 

(1) 普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通

貯 金 無 利 息 型 （ 決 済 用 ）、 総 合 口 座 取                                           

引および総合口座(普通貯金無利息型)取引の普通貯

金を含みます。以下、同じです。）、営農貯金、貯

蓄貯金およびJAカードローン（キャッシュカー

ド）について発行したICチップを搭載したICキャ

ッシュカード（以下、これらを「カード」といい

ます。）は、同一名義で当組合に開設された全て

の貯金口座または貸越口座について、次の場合に利

用することができます。 

(1) 普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通貯金

無利息型（決済用）、総合口座取引および総合口座(普

通貯金無利息型)取引の普通貯金を含みます。以下、

同じです。）、営農貯金、貯蓄貯金およびＪＡカードロ

ーン（キャッシュカード）について発行したＩＣチッ

プを搭載したＩＣキャッシュカード（以下、これらを

「カード」といいます。）は、それぞれ当該貯金口座

または貸越口座について、次の場合に利用することが

できます。 

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レットにて、

キャッシュカ

ードを用いて

「本人認証」

を行う対応を

追記。 

変更 

新:8 
旧:8 

ただし、カードローンの貸越、返済について

の利用は、当組合とカードローン取引約定のあ

る場合に限ります。 

ただし、カードローンの貸越、返済についての利用

は、当組合とカードローン取引約定のある場合に限り

ます。 

  

新:8 
旧:8 

① 当組合、当組合が提携した他の農業協同組合

（信用農業協同組合連合会を含みます。以下、

  ① 当組合、当組合が提携した他の農業協同組合（信

用農業協同組合連合会を含みます。以下、「提携組

合」といいます。）および当組合がオンライン現金

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

変更 
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「提携組合」といいます。）もしくは当組合がオ

ンライン現金自動預入機の共同利 用による現金

預入業務を提携した金融機関等（以下、提携組合

も含めて「入金提携先」といいます。）の現金自

動貯金機（現金自動預入払出兼用機を含みま

す。以下、「貯金 機」といいます。）を使用し

て、または当組合もしくは提携組合の店舗に設

置しているタブレット、ピンパッド等の機器を

使用して、カードローンの貸越の返済、普通貯

金、営農貯金または貯蓄貯金（以下、これらを

「貯金」といいます。）に預入れをする場合

（以下、これらの取引を単に「入金」といいま

す。） 

自動預入機の共同利用による現金預入業務を提携し

た金融機関等（以下、提携組合も含めて「入金提携

先」といいます。）の現金自動貯金機（現金自動預

入払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」といい

ます。）を使用してカードローンの貸越の返済、普

通貯金、営農貯金または貯蓄貯金（以下、これらを

「貯金」といいます。）に預入れをする場合（以

下、これらの取引を単に「入金」といいます。） 

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「預入

れ」を行う対

応を追記。 

新:8 
旧:8 

② 当組合もしくは当組合がオンライン現金自動

支払機の共同利用による現金支払業務を提携

した金融機関等（以下、提携組合を含めて「出

金提携先」といいます。）の現金自動支払機

（現金自動預入払出兼用機を含みます。以

下、「支払機」といいます。）を使用して、また

は当組合もしくは提携組合の店舗に設置して

いるタブレット、ピンパッド等の機器を使用

して、カードローンの貸越を受け、または貯

金の払戻しをする場合（以下、これらの取引

を単に「払戻し」といいます。） 

  ② 当組合および当組合がオンライン現金自動支払機

の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関

等（以下、提携組合を含めて「出金提携先」といい

ます。）の現金自動支払機（現金自動預入払出兼用

機を含みます。以下、「支払機」といいます。）を使

用してカードローンの貸越を受け、または貯金の払

戻しをする場合（以下、これらの取引を単に「払戻

し」といいます。） 

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「払戻

し」を行う対

応を追記。 

変更 

新:8 
旧:8 

③ 当組合、提携組合および当組合が振込業務に   ③ 当組合、提携組合および当組合が振込業務につい

て提携した金融機関等の自動振込機（振込を行うこ
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ついて提携した金融機関等の自動振 込機（振

込を行うことができる現金自動預入払出兼用機

を含みます。以下、「振込機」といいます。）を

使用してカードローンの貸越を受け、または

振込資金を貯金口座からの振替えにより払戻

し、振込の依頼をする場合 

とができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以

下、「振込機」といいます。）を使用してカードロー

ンの貸越を受け、または振込資金を貯金口座からの

振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合 

新:9 
旧:8 

④ 当組合または提携組合の店舗に設置しているタ

ブレット、ピンパッド等の機器を使用して、振

込の依頼、届出事項の変更、口座振替の依頼等を

行う場合 

④ 当組合および提携組合の窓口で入金および払戻し

を行う場合 

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「振

込」、「届出

事項の変更」

口座振替の依

頼等」を行う

対応を追記。 

変更 

新:9 ⑤ 当組合もしくは提携組合の貯金機、支払機もし

くは振込機を使用して、または当組合もしくは提

携組合の店舗において、当組合または提携組合の

店舗に設置しているタブレット、ピンパッド等

の機器を用いて貯金の残高や届出情報を表示する

場合 

 店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「残

高」、「届出

情報表示」を

行う対応を追

記。 

追加 

新:9 
旧:8 

⑥ その他当組合所定の取引をする場合   ⑥ その他当組合所定の取引をする場合 項番の変更 変更 
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新:9 
旧:9 

2 入金 ２．（貯金機による入金） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:9 
旧:9 

(1) 貯金機を使用して入金する場合には、貯金

機の画面表示等の操作手順にしたがって、貯

金機にカードまたは通帳（当組合および提携

組合に限ります。）を所定の方法で挿入し、現

金を投入して操作してください。 

(1）貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面

表示等の操作手順に従って、貯金機にカードまたは通

帳（当組合および提携組合に限ります。）を所定の方

法で挿入し、現金を投入して操作してください。 

同上 変更 

新:9 
旧:9 

(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当

組合および入金提携先所定の種類の紙幣および

硬貨に限ります。また、1回あたりの入金は、当

組合および入金提携先所定の枚数による金額の

範囲内とします。 

(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合お

よび入金提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限りま

す。また、１回あたりの入金は、当組合および入金提

携先所定の枚数による金額の範囲内とします。 

同上 変更 

新:9 (3) 入金機の代替として、ピンパッドを用いて窓

口で入金する際は、当組合（提携組合の窓口の

場合は、その提携組合）所定の入金票に届出の

氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出

してください。なお、入金にあたっての限度額

については、前項に定めるとおりとします。 

 「ピンパッ

ド」用いて、

窓口入金する

手順を追記。 

追加 

新:9 (4) 当組合または提携組合の店舗においてタブレ

ット等を用いて入金をする際は、店舗に設置さ

 店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

追加 
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れたタブレット等に届出の氏名、金額を入力し

てください。 

て、キャッシ

ュカードを用

いて「入金」

を行う対応を

追記。 

     

     

新:9 
旧:9 

3 払戻し ３．（支払機による払戻し） 支払機と窓口

の払戻しにつ

いて合わせて

記載するた

め、タイトル

を変更。 

変更 

新:9 
旧:9 

(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払

機の画面表示等の操作手順にしたがって支払機に

カードを所定の方法で挿入し、届出の暗証および

金額を正確に入力してください。この場合、通帳

および払戻請求書の提出は必要ありません。 

(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の

画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを所定

の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力

してください。この場合、通帳および払戻請求書の提

出は必要ありません。 

「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:9 
旧:9 

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当

組合または出金提携先所定の金額単位とし、1回あ

たりの払戻しは、当組合または出金提携先所定の金額

の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは当

組合所定の金額の範囲内とします。 

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合

または出金提携先所定の金額単位とし、１回あたりの

払戻しは、当組合または出金提携先所定の金額の範囲

内とします。なお、１日あたりの払戻しは当組合所定

の金額の範囲内とします。 

同上 変更 

新:9 
旧:9 

(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻

請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手

数料金額との合計額が払戻すことのできる金額

をこえるときは、その払戻しはできません。 

(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金

額と第６条第１項に規定する自動機利用手数料金額と

の合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、

その払戻しはできません。 

自動機利用手

数料金額等を

記載した箇所

の項番の変更

にともない変

変更 
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更。 

旧:9     

旧:9  ４．（カードによる窓口での入金および払戻し） 「2 入金」

および「3 

払戻し」に記

載内容を統合

したため削

除。 

削除 

旧:9  (1) カードによる窓口での入金の際は、当組合（提携組

合の窓口の場合は、その提携組合）所定の入金票に届

出の氏名、金額を記入のうえ、カードとともに提出し

てください。 

「2 入金」

に記載内容を

統合したため

削除。 

削除 

新:9 
旧:9 

(4) ピンパッドを用いて窓口で払戻しを行う際に

は、当組合所定の払戻請求書に金額および届出

の氏名を記入のうえ、カードとともに提出して

ください。なお、払戻しの際の1回あたりの限度

額および限度額超過時の対応は前二項に定める

とおりです。 

(2) カードによる窓口での払戻しの際は、当組合所定の

払戻請求書に金額および届出の氏名を記入のうえ、カ

ードとともに提出してください。 

「3 払戻

し」に記載内

容を統合のう

え、「ピンパ

ッド」を窓口

で利用する手

順を追記。 

変更 

新:9 (5) 当組合または提携組合の店舗においてタブレ

ット等を用いて払戻しをする際は、店舗に設置

されたタブレット等に届出の氏名、金額を入力

してください。 

 店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて「払戻

し」を行う対

応を追記。 

追加 

旧:9  なお、提携組合の窓口での払戻しの際は、カードを

提出し、その提携組合所定の手続きに従ってくださ

い。 

「3 払戻

し」に記載内

容を統合した

削除 
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ため削除。 

旧:9  (3) カードによる窓口での入金、払戻しの際の１回あた

りの限度額は、当組合（提携組合の窓口の場合は、そ

の提携組合）が定めるところによるものとします。 

「2 入金」

および「3 

払戻し」に記

載内容を統合

したため削

除。 

削除 

旧:9  (4) 窓口でカードにより払戻す場合に、払戻請求金額と

第６条第１項に規定する自動機利用手数料金額との合

計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その

払戻しはできません。 

「3 払戻

し」に記載内

容を統合した

ため削除。 

削除 

 

 
    

新:10 
旧:9 

4 振込機による振込 ５．（振込機による振込） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:10 
旧:9 

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振

替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振

込機の画面表示等の操作手順にしたがって、振込機

にカードを所定の方法で挿入し、届出の暗証その他

の所定の事項を正確に入力してください。この場合

における貯金の払戻しについては、通帳および払戻

請求書の提出は必要ありません。 

振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えに

より払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面

表示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方

法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入

力してください。この場合における貯金の払戻しについ

ては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 

同上 変更 

     

新:10 
旧:10 5 自動機利用手数料等 

６．（自動機利用手数料等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

変更 
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ライン」にし

たがい変更。 

 

 
    

新:10 
旧:10 

6 代理人による預入れ・払戻しおよび振込 ７．（代理人による預入れ・払戻しおよび振込） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:10 
旧:10 

(1) 代理人（本人と生計をともにする親族、法定代理人の

どちらか1名に限ります。）による貯金の預入れ・払戻し

および振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏

名、暗証を届出てください。この場合、当組合は代理人の

ためのカード（以下、「代理人カード」といいます。）を

発行します。 

(1) 代理人（本人と生計をともにする親族、法定代理人の

どちらか１名に限ります。）による貯金の預入れ・払戻し

および振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏

名、暗証を届出てください。この場合、当組合は代理人の

ためのカード（以下、「代理人カード」といいます。）を発

行します。 

同上 変更 

新:10 
旧:10 

(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込

依頼人名は本人名義となります。 
(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振込

依頼人名は本人名義となります。 

  

新:10 
旧:10 

(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用し

ます。ただし、代理人カードでカードローンの貸越を行う

ことはできません。 

(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用し

ます。ただし、代理人カードでカードローンの貸越を行う

ことはできません。 

  

 

 
    

新:10 
旧:10 

7 貯金機・支払機・振込機故障時等の取り扱い ８．（貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:10 
旧:10 

(1) 停電、故障等により貯金機による取り扱いが

できない場合には、窓口営業時間内に限り、当

(1) 停電、故障等により貯金機による取扱いができない

場合には、窓口営業時間内に限り、当組合および提携

組合の窓口でカードにより入金をすることができま

す。 

同上 

 
変更 
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組合および提携組合の窓口でカードにより入金

をすることができます。 

新:10 
旧:10 

(2) 停電、故障等により当組合および提携組合の

支払機による取り扱いができない場合には、窓

口営業時間内に限り、当組合が支払機故障等の取り

扱いとして定めた金額を限度として当組合および

提携組合の窓口でカードにより払戻すことができ

ます。なお、提携組合以外の提携先の窓口で

は、この取り扱いはしません。 

(2) 停電、故障等により当組合および提携組合の支払機

による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に

限り、当組合が支払機故障等の取扱いとして定めた金

額を限度として当組合および提携組合の窓口でカード

により払戻すことができます。なお、提携組合以外の

提携先の窓口では、この取扱いはしません。 

同上 

 
変更 

新:10 
旧:10 

(3) 前2項による入金は第2条3項および4項、払戻しは

第3条4項および5項によるものとします。 

(3) 前２項による入金および払戻しを行う場合には、第

４条によるものとします。 

参照箇所の変

更にともなう

変更。 

変更 

新:10 
旧:10 

(4) 停電、故障等により振込機による取り扱いが

できない場合には、窓口営業時間内に限り、前2

項によるほか振込依頼書を提出することにより

振込を依頼することができます。 

(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない

場合には、窓口営業時間内に限り、前２項によるほか

振込依頼書を提出することにより振込を依頼すること

ができます。 

同上 

 
変更 

     

新:11 
旧:10 

8 カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入 ９．（カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:11 
旧:10 

カードにより入金した金額、払戻した金額、自動

機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記

入は、通帳が当組合および全国の提携組合の貯金

カードにより入金した金額、払戻した金額、自動機利

用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当

組合および全国の提携組合の貯金機、振込機、支払機も

しくは通帳記帳機で使用された場合または当組合本支店

（所）および全国の提携組合の窓口に提出された場合に

同上 変更 
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機、振込機、支払機もしくは通帳記帳機で使用さ

れた場合または当組合本支店（所）および全国の提

携組合の窓口に提出された場合に行います。ま

た、窓口でカードにより取扱った場合にも同様と

します。 

行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも

同様とします。 

新:11 
旧:11 

    

新:11 9 本人確認  店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レット等に

て、キャッシ

ュカードを用

いて暗証番号

を入力し、

「本人認証」

を行う対応を

追記。 

追加 

新:11 (1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用

されたカードが、当組合が本人に交付したカード

であること、および入力された暗証と届出の暗証

とが一致することを当組合所定の方法により確認

のうえ貯金の払戻しを行います。 

 同上 追加 

新:11 (2) カードを、タブレット等を通して本人確認手

段として利用する場合は、当組合または提携組

合所定の操作手順にしたがって、当組合または

提携組合の所定の端末にカードを挿入し、届出

の暗証を正確に入力してください。 

 同上 追加 



11  

Page 改正後 現行 備考 差異 

新:11 (3) 当組合または提携組合は、前記によりタブレ

ット等に入力された暗証と、届出の暗証との一

致を確認することにより本人確認を行うものと

します。 

 同上 追加 

新:11 (4) 当組合または提携組合所定の場合には、前二

項に加え、本人確認書類の提示等当組合所定の

手続を行うことがあります。 

 同上 追加 

     

新:11 
旧:11 

10 カード・暗証の管理等 10．（カード・暗証の管理等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

旧:11  (1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用さ

れたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が本

人に交付したカードに関して登録されている電磁的ま

たは電子的情報と一致すること、および入力された暗

証と届出の暗証とが一致することを当組合所定の方法

により確認のうえ払戻しを行います。当組合の窓口に

おいても同様にカードを確認し、入力された暗証と届

出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。 

「9 本人確

認」の追記に

ともない、削

除。 

削除 

新:11 
旧:11 

(1) カードは他人に使用されないよう保管してくだ

さい。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測

されやすい番号の利用を避け、他人に知られない

よう管理してください。カードが、偽造、盗難、

紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場

合または他人に使用されたことを認知した場合に

は、すみやかに本人から当組合に通知してくださ

(2) カードは他人に使用されないよう保管してくださ

い。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されや

すい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理し

てください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他

人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用

されたことを認知した場合には、すみやかに本人から

当組合に通知してください。この通知を受けたとき

は、直ちにカードによる貯金の払戻し停止の措置を講

じます。 

項番の変更 変更 
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い。この通知を受けたときは、直ちにカードによ

る貯金の払戻し停止の措置を講じます。 

新:11 (2) 当組合または提携組合が、前記 9の本人確認手

続を行ったうえで、払戻し、払戻請求書、諸届そ

の他の書類を取り扱った場合（当組合が預金の払

戻しに応じたことを含みます。）は、カードまた

は暗証につき事故があっても、そのために生じた

損害については、当組合は責任を負いません。た

だし、後記 11および12 に定める場合にはこの限

りではありません。 

 「キャッシュ

カード+暗証

番号」の一致

を持って取引

を行った場

合、カードま

たは暗証につ

いて事故があ

っても金融機

関は免責とな

ることを追

記。 

追加 

新:11 
旧:11 

(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の

届出書を当組合に提出してください。 

(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出

書を当組合に提出してください。 

  

 

 
    

新:11 
旧:11 

11 偽造カード等による払戻し等 11．（偽造カード等による払戻し等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

     

新:12 
旧:11 

12 盗難カードによる払戻し等 12．（盗難カードによる払戻し等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 
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新:12 
旧:11 

(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他

人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、

次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対して

当該払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額

に相当する金額の補てんを請求することができます。 

(1) 本人が個人の場合であって、カードの盗難により、他

人に当該カードを不正使用され生じた払戻

しについて 

は、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当組合に対

して当該払戻しにかかる損害（手数料や利

息を含みま 

す。）の額に相当する金額の補てんを請求することができ

ます。 

  

新:12 
旧:11 

① カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合への

通知が行われていること 
①  カードの盗難に気づいてからすみやかに、当組合へ

の通知が行われていること 

  

新:12 
旧:11 

② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われて

いること 
② 当組合の調査に対し、本人より十分な説明が行われて

いること 

  

新:12 
旧:11 

③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、

その他の盗難にあったことが推測される事実を確認できる

ものを示していること 

③ 当組合に対し、警察署に被害届を提出していること、

その他の盗難にあったことが推測される事

実を確認できるものを示していること 

  

新:12 
旧:11 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意

による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日

の30日（ただし、当組合に通知することができないやむを

得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日にそ

の事情が継続している期間を加えた日数とします。）前の

日以降になされた払戻しにかかる損害（手数料や利息を含

みます。）の額に相当する金額（以下、「補てん対象額」

といいます。）を補てんするものとします。 

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意

による場合を除き、当組合は、当組合へ通

知が行われた 

日の 30 日（ただし、当組合に通知することができないや

むを得ない事情があることを本人が証明し

た場合は、30日 

にその事情が継続している期間を加えた日数とします。）

前の日以降になされた払戻しにかかる損害

（手数料や利息 

を含みます。）の額に相当する金額（以下、「補てん対象

額」といいます。）を補てんするものとし

ます。 

  

新:12 
旧:12 

ただし、当該払い戻しが行われたことについて、当組合が

善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当

組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の4分の3

に相当する金額を補てんするものとします。 

ただし、当該払戻しが行われたことについて、当組合が

善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失

があることを 

当組合が証明した場合には、当組合は補てん対象額の４分

の３に相当する金額を補てんするものとし

「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 
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ます。 

新:12 
旧:12 

(3) 前2項の規定は、第1項にかかる当組合への通知が、盗

難が行われた日（当該盗難が行われた日が明らかでないと

きは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不

正な貯金払戻しが最初に行われた日。）から、2年を経過す

る日後に行われた場合には、適用されないものとします。 

(3) 前２項の規定は、第１項にかかる当組合への通知が、

盗難が行われた日（当該盗難が行われた日

が明らかでな 

いときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われ

た不正な貯金払戻しが最初に行われた

日。）から、２年を 

経過する日後に行われた場合には、適用されないものとし

ます。 

同上 変更 

新:12 
旧:12 

(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するこ

とを当組合が証明した場合には、当組合は補てん責任を負

いません。 

(4) 第２項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する

ことを当組合が証明した場合には、当組合

は補てん責任 

を負いません。 

同上 変更 

     

新:12 
旧:12 

13 カードの紛失、届出事項の変更等 13．（カードの紛失、届出事項の変更等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:12 
旧:12 

(1) カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗

証その他の届出事項に変更があった場合には、直

ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届

出てください。この届出前に生じた損害について

は、当組合は責任を負いません。 

(1) カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証そ

の他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人

から当組合所定の方法により当組合に届出てくださ

い。この届出前に生じた損害については、当組合は責

任を負いません。 

  

新:13 
旧:12 

(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、

振込機（当組合および県内の提携組合に限りま

す。）およびタブレット等により届出ることができ

ます。この場合、貯金機、支払機、振込機およびタ

(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振

込機（当組合および県内の提携組合に限ります。）に

より届出ることができます。この場合、貯金機、支払

機、振込機の画面表示等の操作手順に従って貯金機、

支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出

の暗証および変更後の暗証を正確に入力してくださ

店頭に設置さ

れた営業店シ

ステムのタブ

レットにて、

キャッシュカ

変更 
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ブレット等の画面表示等の操作手順にしたがって貯

金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入

し、届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力し

てください。この場合、前項にかかわらず、書面に

よる届出は必要ありません。 

い。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は

必要ありません。 
ードの「暗証

番号の変更」

を行う対応を

追記。 

新:13 
旧:12 

(3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、

本人があらかじめ届け出た代理人が変更すること

ができます。ただし、代理人が代理人カードの

暗証を変更する場合には、貯金機、支払機、振

込機（当組合および県内の提携組合に限りま

す。）を使用するものとします。 

(3) 代理人カードの暗証については、本人のほか、本人

があらかじめ届け出た代理人が変更することができま

す。ただし、代理人が代理人カードの暗証を変更する

場合には、貯金機、支払機、振込機（当組合および県

内の提携組合に限ります。）を使用するものとしま

す。 

  

 

 
    

新:13 
旧:12 

14 カードの再発行等 14．（カードの再発行等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:13 
旧:12 

(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利

用中においてカードIC損傷、カード変形、暗証

相違回数オーバーによりカード利用不能となっ

た場合のカードの再発行は、当組合所定の手続

をした後に行います。この場合、相当の期間を

おき、また保証人を求めることがあります。 

(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中に

おいてカードＩＣ損傷、カード変形、暗証相違回数オ

ーバーによりカード利用不能となった場合のカードの

再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。こ

の場合、相当の期間をおき、また保証人を求めること

があります。 

同上 変更 

新:13 
旧:13 

(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の (2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行

手数料をいただきます。 
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再発行手数料をいただきます。 

     

新:13 
旧:13 

15 貯金機、支払機、振込機への誤入力等 15．（貯金機、支払機、振込機への誤入力等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

     

新:13 
旧:13 

16 解約、カードの利用停止等 16．（解約、カードの利用停止等） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:13 
旧:13 

(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取

りやめる場合またはカードローン取引が終了した

場合（ただし、JAローンカード（キャッシュカー

ド）に限る。）、または当組合普通貯金規定（普通

貯金無利息型(決済用)規定を含みます。以下、同じ

です。）、総合口座取引規定（総合口座（普通貯金

無利息型）取引規定を含みます。以下、同じで

す。）、営農貯金または貯蓄貯金規定により、貯金

口座が解約された場合には、そのカードを当店に返

却いただくか、カードのIC部分を切断のうえ破棄

してください。 

(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめ

る場合またはカードローン取引が終了した場合（ただ

し、ＪＡローンカード（キャッシュカード）に限

る。）、または当組合普通貯金規定（普通貯金無利息型

(決済用)規定を含みます。以下、同じです。）、総合口

座取引規定（総合口座（普通貯金無利息型）取引規定

を含みます。以下、同じです。）、営農貯金または貯蓄

貯金規定により、貯金口座が解約された場合には、そ

のカードを当店に返却いただくか、カードのＩＣ部分

を切断のうえ破棄してください。 

同上 変更 

新:13 
旧:13 

(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカード

の利用を不適当と認めた場合、および暗証相違回

(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利

用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバ

ーの場合には、その利用をお断りすることがありま
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数オーバーの場合には、その利用をお断りするこ

とがあります。この場合、当組合から請求があり

次第直ちにカードを当店に返却してください。 

す。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカー

ドを当店に返却してください。 

新:13 
旧:13 

(3) 次の場合には、カードの利用を停止すること

があります。この場合、当組合から請求があり

次第直ちにカードを当店に返却してください。

ただし、後記③の場合は、当組合 の窓口におい

て当組合所定の本人確認書類の提示を受け、当

組合が本人であることを確認できたときに停止

を解除します。 

(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあり

ます。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカ

ードを当店に返却してください。ただし、後記③の場

合は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書

類の提示を受け、当組合が本人であることを確認でき

たときに停止を解除します。 

  

新:13 
旧:13 

① 第 17 条に定める規定に違反した場合 ① 第 17 条に定める規定に違反した場合   

新:13 
旧:13 

② 普通貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金

規定または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯

金取引が停止された場合 

② 普通貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金規定

または貯蓄貯金規定により貯金口座の貯金取引が停

止された場合 

  

新:14 
旧:13 

③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻

しから当組合が別途表示する一定の期間が経

過した場合 

③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから

当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合 

  

新:14 
旧:13 

④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に

使用されるおそれがあると当組合が判断した

場合 

④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用さ

れるおそれがあると当組合が判断した場合 

  

新:14 
旧:13 

    

新:14 
旧:13 

17 譲渡、質入れ等の禁止 17．（譲渡、質入れ等の禁止） 「提携約款の

作成・編集に
変更 
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関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

     

新:14 
旧:13 

18 規定の適用 18．（規定の適用） 「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい変更。 

変更 

新:14 
旧:13 

(1) この規定に定めのない事項については、当組

合普通貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金

規定または貯蓄貯金規定、ならびにJAカードロー

ン取引約定書、JAカードローン利用規定（ただ

し、当組合とJAカードローン取引約定のある場合

に限る。）および振込規定により取り扱いま

す。 

(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通

貯金規定、総合口座取引規定、営農貯金規定または貯

蓄貯金規定、ならびにＪＡカードローン取引約定書、

ＪＡカードローン利用規定（ただし、当組合とＪＡカ

ードローン取引約定のある場合に限る。）および振込

規定により取扱います。 

同上 変更 

新:14 
旧:14 

(2) この規定は民法に定める定型約款に該当しま

す。当組合は、この規定の各条項は、金融情勢

その他の状況の変化その他相当の事由があると

認められる場合には、民法の定型約款の変更の

規定に基づいて変更するものとします。 

(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当

組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況

の変化その他相当の事由があると認められる場合に

は、民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更する

ものとします。 

  

新:14 
旧:14 

(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定

の内容を、店頭表示、インターネットその他相

当の方法で公表し、公表の際に定める適用開始

日から適用されるものとします。 

(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容

を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公

表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるも

のとします。 
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新:14 
旧:14 

以 上 以 上   

新:14 
旧:14 

（令和７年４月１日現在） （令和２年４月１日現在）   
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新:15 

旧:15 

法人用 IC カード規定 法人用ＩＣカード規定 「法人用 IC

カード規定」

の改正内容は

「提携約款の

作成・編集に

関するガイド

ライン」にし

たがい表現を

変更（文字の

半角統一等）

したものであ

り、内容の改

正は無し。以

下記載の変

更・追加につ

いても同様。 

 

変更 

     

新:15 

旧:15 

1 カードの利用 １．（カードの利用）  変更 

新:15 

旧:15 

普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通貯金

無利息型（決済用）を含みます。以下、同じです。）に

ついて発行した IC チップを搭載した IC キャッシュカ

ード（以下、「カード」といいます。）は、当該貯金口座

について、次の場合に利用することができます。 

普通貯金（利息を付さない旨の約定のある普通貯金

無利息型（決済用）を含みます。以下、同じです。）に

ついて発行したＩＣチップを搭載したＩＣキャッシュ

カード（以下、「カード」といいます。）は、当該貯金口

座について、次の場合に利用することができます。 

 変更 
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新:15 

旧:15 

  ① 当組合および当組合が提携した県内の他の農業協

同組合（信用農業協同組合連合会を含みます。以下、

「提携組合」といいます。）の現金自動貯金機（現金

自動預入払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」と

いいます。）を使用して普通貯金に預入れをする場合

（以下、この取引を単に「入金」といいます。） 

  ① 当組合および当組合が提携した県内の他の農業協

同組合（信用農業協同組合連合会を含みます。以下、

「提携組合」といいます。）の現金自動貯金機（現金

自動預入払出兼用機を含みます。以下、「貯金機」と

いいます。）を使用して普通貯金に預入れをする場合

（以下、この取引を単に「入金」といいます。） 

  

新:15 

旧:15 

  ② 当組合および提携組合の現金自動支払機（現金自

動預入払出兼用機を含みます。以下、「支払機」とい

います。）を使用して普通貯金の払戻しをする場合

（以下、この取引を単に「払戻し」といいます。） 

  ② 当組合および提携組合の現金自動支払機（現金自

動預入払出兼用機を含みます。以下、「支払機」とい

います。）を使用して普通貯金の払戻しをする場合

（以下、この取引を単に「払戻し」といいます。） 

  

新:15 

旧:15 

  ③ 当組合および提携組合の自動振込機（振込を行う

ことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。

以下、「振込機」といいます。）を使用して振込資金を

貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼を

する場合 

  ③ 当組合および提携組合の自動振込機（振込を行う

ことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。

以下、「振込機」といいます。）を使用して振込資金を

貯金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼を

する場合 

  

新:15 

旧:15 

⑤ 当組合および提携組合の窓口で入金および払戻し

を行う場合 

⑤ 当組合および提携組合の窓口で入金および払戻し

を行う場合 

  

新:15 

旧:15 

  ⑥ その他当組合所定の取引をする場合   ⑥ その他当組合所定の取引をする場合   

     

新:15 

旧:15 

2 貯金機による入金 ２．（貯金機による入金）  変更 

新:15 

旧:15 

(1）貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表

示等の操作手順にしたがって、貯金機にカードまたは

(1）貯金機を使用して入金する場合には、貯金機の画面表

示等の操作手順に従って、貯金機にカードまたは通帳

 変更 
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通帳（当組合および提携組合に限ります。）を所定の方

法で挿入し、現金を投入して操作してください。 

（当組合および提携組合に限ります。）を所定の方法で

挿入し、現金を投入して操作してください。 

新:15 

旧:15 

(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合お

よび提携組合所定の種類の紙幣および硬貨に限りま

す。また、1 回あたりの入金は、当組合および提携組合

所定の枚数による金額の範囲内とします。 

(2) 貯金機による入金は、貯金機の機種により当組合お

よび提携組合所定の種類の紙幣および硬貨に限りま

す。また、１回あたりの入金は、当組合および提携組合

所定の枚数による金額の範囲内とします。 

 変更 

     

新:15 

旧:15 

3 支払機による払戻し ３．（支払機による払戻し）  変更 

新:15 

旧:15 

(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の

画面表示等の操作手順にしたがって支払機にカードを

所定の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に

入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の

提出は必要ありません。 

(1) 支払機を使用して払戻しをする場合には、支払機の

画面表示等の操作手順に従って支払機にカードを所定

の方法で挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力

してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出

は必要ありません。 

 変更 

新:16 

旧:16 

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合

または提携組合所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻

しは、当組合または提携組合の所定の金額の範囲内と

します。なお、1 日あたりの払戻しは当組合所定の金額

の範囲内とします。 

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当組合

または提携組合所定の金額単位とし、１回あたりの払

戻しは、当組合または提携組合の所定の金額の範囲内

とします。なお、１日あたりの払戻しは当組合所定の金

額の範囲内とします。 

 変更 

新:16 

旧:16 

(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金

額と第 6 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額と

の合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、

その払戻しはできません。 

(3) 支払機を使用して払戻しをする場合に、払戻請求金

額と第６条第１項に規定する自動機利用手数料金額と

の合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、

その払戻しはできません。 

 変更 
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新:16 

旧:16 

4 カードによる窓口での入金および払戻し ４．（カードによる窓口での入金および払戻し）  変更 

新:16 

旧:16 

(1) カードによる窓口での入金の際は、当組合（提携組

合の窓口の場合は、その提携組合）所定の入金票に届出

の法人名、金額を記入のうえ、カードとともに提出して

ください。 

(1) カードによる窓口での入金の際は、当組合（提携組

合の窓口の場合は、その提携組合）所定の入金票に届出

の法人名、金額を記入のうえ、カードとともに提出して

ください。 

  

新:16 

旧:16 

(2) カードによる窓口での払戻しの際は、当組合所定の

払戻請求書に金額および届出の法人名を記入のうえ、

カードとともに提出してください。 

(2) カードによる窓口での払戻しの際は、当組合所定の

払戻請求書に金額および届出の法人名を記入のうえ、

カードとともに提出してください。 

  

新:16 

旧:16 

なお、提携組合の窓口での払戻しの際は、カードを提

出し、その提携組合所定の手続きにしたがってくださ

い。 

なお、提携組合の窓口での払戻しの際は、カードを提

出し、その提携組合所定の手続きに従ってください。 

 変更 

新:16 

旧:16 

(3) カードによる窓口での入金、払戻しの際の 1 回あた

りの限度額は、当組合（提携組合の窓口の場合は、その

提携組合）が定めるところによるものとします。 

(3) カードによる窓口での入金、払戻しの際の１回あた

りの限度額は、当組合（提携組合の窓口の場合は、その

提携組合）が定めるところによるものとします。 

 変更 

新:16 

旧:16 

(4) 窓口でカードにより払戻す場合に、払戻請求金額と

第 6 条第 1 項に規定する自動機利用手数料金額との合

計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その

払戻しはできません。 

(4) 窓口でカードにより払戻す場合に、払戻請求金額と

第６条第１項に規定する自動機利用手数料金額との合

計額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その

払戻しはできません。 

 変更 

     

新:16 

旧:16 

5 振込機による振込 ５．（振込機による振込）  変更 

新:16 振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えに 振込機を使用して振込資金を貯金口座からの振替えに  変更 
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旧:16 より払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表

示等の操作手順にしたがって、振込機にカードを所定の

方法で挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に

入力してください。この場合における普通貯金の払戻し

については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありま

せん。 

より払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表

示等の操作手順に従って、振込機にカードを所定の方法

で挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力

してください。この場合における普通貯金の払戻しにつ

いては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。 

     

新:16 

旧:16 

6 自動機利用手数料等 ６．（自動機利用手数料等）  変更 

新:16 

旧:16 

(1) 貯金機を使用して入金する場合、貯金機、支払機ま

たは振込機を使用して払戻しをする場合（カードによ

る窓口での入金および払戻しを含みます。）には、当組

合および提携組合所定の貯金機、支払機および振込機

の利用に関する手数料（以下、「自動機利用手数料」と

いいます。）をいただきます。 

(1) 貯金機を使用して入金する場合、貯金機、支払機ま

たは振込機を使用して払戻しをする場合（カードによ

る窓口での入金および払戻しを含みます。）には、当組

合および提携組合所定の貯金機、支払機および振込機

の利用に関する手数料（以下、「自動機利用手数料」と

いいます。）をいただきます。 

  

新:16 

旧:16 

(2) 自動機利用手数料は、入金および払戻し時に、通帳

および払戻請求書なしで、その入金および払戻しをし

た貯金口座から自動的に引落します。 

(2) 自動機利用手数料は、入金および払戻し時に、通帳

および払戻請求書なしで、その入金および払戻しをし

た貯金口座から自動的に引落します。 

  

新:16 

旧:16 

(3) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時

に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした貯

金口座から自動的に引落します。 

(3) 振込手数料は、振込資金の貯金口座からの払戻し時

に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした貯

金口座から自動的に引落します。 

  

     

新:17 

旧:17 

7 代理人による入金・払戻しおよび振込 ７．（代理人による入金・払戻しおよび振込）  変更 
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新:17 

旧:17 

(1) 代理人（1 名に限ります。）による貯金の入金・払戻

しおよび振込の依頼をする場合には、届出の法人から

代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当組

合は代理人のためのカード（以下、「代理人カード」と

いいます。）を発行します。 

(1) 代理人（１名に限ります。）による貯金の入金・払戻

しおよび振込の依頼をする場合には、届出の法人から

代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当組

合は代理人のためのカード（以下、「代理人カード」と

いいます。）を発行します。 

 変更 

新:17 

旧:17 

(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振

込依頼人名は届出の法人名義となります。 

(2) 代理人カードにより振込の依頼をする場合には、振

込依頼人名は届出の法人名義となります。 

  

新:17 

旧:17 

(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用

します。 

(3) 代理人のカードの利用についても、この規定を適用

します。 

  

     

新:17 

旧:17 

8 貯金機・支払機・振込機故障時等の取り扱い ８．（貯金機・支払機・振込機故障時等の取扱い）  変更 

新:17 

旧:17 

(1) 停電、故障等により貯金機による取り扱いができな

い場合には、窓口営業時間内に限り、当組合および提携

組合の窓口でカードにより入金をすることができま

す。 

(1) 停電、故障等により貯金機による取扱いができない

場合には、窓口営業時間内に限り、当組合および提携組

合の窓口でカードにより入金をすることができます。 

 追加 

新:17 

旧:17 

(2) 停電、故障等により当組合および提携組合の支払機

による取り扱いができない場合には、窓口営業時間内

に限り、当組合が支払機故障等の取り扱いとして定め

た金額を限度として当組合および提携組合の窓口でカ

ードにより払戻すことができます。 

(2) 停電、故障等により当組合および提携組合の支払機

による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に

限り、当組合が支払機故障等の取扱いとして定めた金

額を限度として当組合および提携組合の窓口でカード

により払戻すことができます。 

 追加 

新:17 

旧:17 

(3) 前 2 項による入金および払戻しを行う場合には、第

4 条によるものとします。 

(3) 前２項による入金および払戻しを行う場合には、第

４条によるものとします。 

 変更 
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新:17 

旧:17 

(4) 停電、故障等により振込機による取り扱いができな

い場合には、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほ

か振込依頼書を提出することにより振込を依頼するこ

とができます。 

(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない

場合には、窓口営業時間内に限り、前２項によるほか振

込依頼書を提出することにより振込を依頼することが

できます。 

 変更 

     

新:17 

旧:17 

9 カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入 ９．（カードによる入金・払戻し金額等の通帳記入）  変更 

     

新:17 

旧:17 

10 カード・暗証の管理等 10．(カード・暗証の管理等）  変更 

新:17 

旧:17 

(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用さ

れたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が交

付したカードに関して登録されている電磁的または電

子的情報と一致すること、および入力された暗証と届

出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により

確認のうえ払戻しを行います。当組合の窓口において

も同様にカードを確認し、入力された暗証と届出の暗

証との一致を確認のうえ取り扱いをいたします。 

(1) 当組合は、支払機または振込機の操作の際に使用さ

れたカードの電磁的または電子的情報が、当組合が交

付したカードに関して登録されている電磁的または電

子的情報と一致すること、および入力された暗証と届

出の暗証とが一致することを当組合所定の方法により

確認のうえ払戻しを行います。当組合の窓口において

も同様にカードを確認し、入力された暗証と届出の暗

証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。 

 追加 

新:17 

旧:17 

(2) カードは他人に使用されないよう保管してくださ

い。暗証は他人に推測されやすい番号の利用を避け、他

人に知られないよう管理してください。カードが、偽

造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じ

た場合または他人に使用されたことを認知した場合に

は、すみやかに届出の法人から当組合に通知してくだ

(2) カードは他人に使用されないよう保管してくださ

い。暗証は他人に推測されやすい番号の利用を避け、他

人に知られないよう管理してください。カードが、偽

造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じ

た場合または他人に使用されたことを認知した場合に

は、すみやかに届出の法人から当組合に通知してくだ
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さい。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯

金の払戻し停止の措置を講じます。 

さい。この通知を受けたときは、直ちにカードによる貯

金の払戻し停止の措置を講じます。 

新:17 

旧:17 

(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出

書を当組合に提出してください。 

(3) カードの盗難にあった場合には、当組合所定の届出

書を当組合に提出してください。 

  

     

新:18 

旧:18 

11 偽造カード等による払戻し 11.（偽造カード等による払戻し）  変更 

     

新:18 

旧:18 

12 盗難カードによる払戻し 12．（盗難カードによる払戻し）  変更 

     

新:18 

旧:18 

13 カードの紛失、届出事項の変更等 13．（カードの紛失、届出事項の変更等）  変更 

新:18 

旧:18 

(1) カードを紛失した場合または法人名、代表者名、代

理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、

直ちに当組合所定の方法により当組合に届出てくださ

い。 

(1) カードを紛失した場合または法人名、代表者名、代

理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、

直ちに当組合所定の方法により当組合に届出てくださ

い。 

  

新:18 

旧:18 

(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込

機により届出ることができます。この場合、貯金機、支

払機、振込機の画面表示等の操作手順にしたがって貯

金機、支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、

届出の暗証および変更後の暗証を正確に入力してくだ

さい。この場合、前項にかかわらず、書面による届出は

(2) 前項の暗証の変更については、貯金機、支払機、振込

機により届出ることができます。この場合、貯金機、支

払機、振込機の画面表示等の操作手順に従って貯金機、

支払機、振込機にカードを所定の方法で挿入し、届出の

暗証および変更後の暗証を正確に入力してください。

この場合、前項にかかわらず、書面による届出は必要あ

 変更 
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必要ありません。 りません。 

新:18 

旧:18 

(3) 代理人カードの暗証については、届出の法人のほか、

届出の法人があらかじめ届け出た代理人が変更するこ

とができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を

変更する場合には、貯金機、支払機、振込機を使用する

ものとします。 

(3) 代理人カードの暗証については、届出の法人のほか、

届出の法人があらかじめ届け出た代理人が変更するこ

とができます。ただし、代理人が代理人カードの暗証を

変更する場合には、貯金機、支払機、振込機を使用する

ものとします。 

  

     

新:18 

旧:18 

14 カードの再発行等 14．（カードの再発行等）  変更 

新:18 

旧:18 

(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中に

おいてカード IC 損傷、カード変形、暗証相違回数オ

ーバーによりカード利用不能となった場合のカードの

再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。こ

の場合、相当の期間をおき、また保証人を求めること

があります。 

(1) カードの盗難、紛失等の場合およびカード利用中に

おいてカードＩＣ損傷、カード変形、暗証相違回数オ

ーバーによりカード利用不能となった場合のカードの

再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。こ

の場合、相当の期間をおき、また保証人を求めること

があります。 

 変更 

新:18 

旧:18 

(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行

手数料をいただきます。 

(2) カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行

手数料をいただきます。 

  

     

新:18 

旧:18 

15 貯金機、支払機、振込機への誤入力等 15．（貯金機、支払機、振込機への誤入力等）  変更 

     

新:18 

旧:18 

16 解約、カードの利用停止等 16．（解約、カードの利用停止等）  変更 
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新:18 

旧:18 

(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめ

る場合、または当組合普通貯金規定（普通貯金無利息型

(決済用)規定を含みます。以下、同じです。）により、

貯金口座が解約された場合には、そのカードを当店に

返却いただくか、本カードの IC 部分を切断のうえ破棄

してください。 

(1) 貯金口座を解約する場合、カードの利用を取りやめ

る場合、または当組合普通貯金規定（普通貯金無利息型

(決済用)規定を含みます。以下、同じです。）により、

貯金口座が解約された場合には、そのカードを当店に

返却いただくか、本カードのＩＣ部分を切断のうえ破

棄してください。 

 変更 

新:18 

旧:18 

(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利

用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバ

ーの場合には、その利用をお断りすることがあります。

この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを

当店に返却してください。 

(2) カードの改ざん、不正使用など当組合がカードの利

用を不適当と認めた場合、および暗証相違回数オーバ

ーの場合には、その利用をお断りすることがあります。

この場合、当組合から請求があり次第直ちにカードを

当店に返却してください。 

  

新:19 

旧:19 

(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあり

ます。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカー

ドを当店に返却してください。ただし、後記③の場合

は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類

の提示を受け、当組合が届出の法人であることを確認

できたときに停止を解除します。 

(3) 次の場合には、カードの利用を停止することがあり

ます。この場合、当組合から請求があり次第直ちにカー

ドを当店に返却してください。ただし、後記③の場合

は、当組合の窓口において当組合所定の本人確認書類

の提示を受け、当組合が届出の法人であることを確認

できたときに停止を解除します。 

  

新:19 

旧:19 

① 第 17 条に定める規定に違反した場合 ① 第 17 条に定める規定に違反した場合   

新:19 

旧:19 

② 普通貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止さ

れた場合 

② 普通貯金規定により貯金口座の貯金取引が停止さ

れた場合 

  

新:19 

旧:19 

③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから

当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合 

③ 貯金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから

当組合が別途表示する一定の期間が経過した場合 

  

新:19 ④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用さ ④ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用さ   
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旧:19 れるおそれがあると当組合が判断した場合 れるおそれがあると当組合が判断した場合 

     

新:19 

旧:19 

17 譲渡、質入れ等の禁止 17．（譲渡、質入れ等の禁止）  変更 

     

新:19 

旧:19 

18 規定の適用 18．（規定の適用）  変更 

新:19 

旧:19 

(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通

貯金規定および振込規定により取り扱います。 

(1) この規定に定めのない事項については、当組合普通

貯金規定および振込規定により取扱います。 

 追加 

新:19 

旧:19 

(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当

組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の

変化その他相当の事由があると認められる場合には、

民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するもの

とします。 

(2) この規定は民法に定める定型約款に該当します。当

組合は、この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の

変化その他相当の事由があると認められる場合には、

民法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するもの

とします。 

  

新:19 

旧:19 

(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容

を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表

し、公表の際に定める適用開始日から適用されるもの

とします。 

(3) 前項によるこの規定の変更は、変更後の規定の内容

を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公表

し、公表の際に定める適用開始日から適用されるもの

とします。 

  

     

新:19 

旧:19 

以 上 以 上   

新:19 

旧:19 

（令和７年４月１日現在） （令和２年４月１日現在）   
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新:20 

旧:20 

JA カード（一体型）規定 ＪＡカード（一体型）規定 「JAカード

（一体型）規

定」の改正内

容は「提携約

款の作成・編

集に関するガ

イドライン」

にしたがい表

現を変更（文

字の半角統一

等）したもの

であり、内容

の改正は無

し。以下記載

の変更・追加

についても同

様。 

変更 

     

新:20 

旧:20 

1 JA カード（一体型） １．（ＪＡカード（一体型））  変更 

新:20 

旧:20 

(1) JA カード（一体型）とは、当組合の IC キャッシュカ

ード（ただし「IC カード規定」所定の代理人カードは

除くものとします。）としての機能（「IC カード規定」

および「デビットカード取引規定」により定められた機

能をいい、以下、「IC キャッシュカード機能」といいま

(1) ＪＡカード（一体型）とは、当組合のＩＣキャッシュ

カード（ただし「ＩＣカード規定」所定の代理人カード

は除くものとします。）としての機能（「ＩＣカード規

定」および「デビットカード取引規定」により定められ

た機能をいい、以下、「ＩＣキャッシュカード機能」と

なお、「ＪＡ 

ＣＡＲＤ」に

ついては固有

名詞のため、

全角で表記。 

変更 
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す。）と、三菱 UFJ ニコス株式会社（以下、「当社」とい

います。）のクレジットカードとしての機能（「JA カー

ド（一体型）会員規約」により定められた機能をいい、

以下、「クレジットカード機能」といいます。）を一体化

し、双方の機能を 1 枚で提供するカードのことをいう

ものとします。なお、JA カード（一体型）のカード券

面には「ＪＡ ＣＡＲＤ」と表示する他、氏名（ローマ

字表示）、クレジットカードの会員番号、有効期限およ

びICキャッシュカードの貯金口座番号等が表示される

ものとします。 

いいます。）と、三菱ＵＦＪニコス株式会社（以下、「当

社」といいます。）のクレジットカードとしての機能

（「ＪＡカード（一体型）会員規約」により定められた

機能をいい、以下、「クレジットカード機能」といいま

す。）を一体化し、双方の機能を 1 枚で提供するカード

のことをいうものとします。なお、ＪＡカード（一体型）

のカード券面には「ＪＡ ＣＡＲＤ」と表示する他、氏

名（ローマ字表示）、クレジットカードの会員番号、有

効期限およびＩＣキャッシュカードの貯金口座番号等

が表示されるものとします。 

新:20 

旧:20 

(2) JA カード（一体型）は、「普通貯金規定」、「普通貯金

無利息型（決済用）規定」「総合口座取引規定」、「総合

口座（普通貯金無利息型）取引規定」、「営農貯金規定」

のうち JA カード（一体型）のクレジットカード機能の

利用代金を決済する口座に関連する規定（以下、「関連

規定」といいます。）、「IC カード規定」、「デビットカー

ド取引規定」、「JA カード（一体型）会員規約」および

「JA カード（一体型）規定」（以下、「本規定」といい

ます。）を承認のうえ、当組合および当社所定の方法に

て入会を申し込み、当組合および当社が認めた者（以

下、「利用者」といいます。）に対し、1 枚のみ発行され

るものとします。 

(2) ＪＡカード（一体型）は、「普通貯金規定」、「普通貯

金無利息型（決済用）規定」「総合口座取引規定」、「総

合口座（普通貯金無利息型）取引規定」、「営農貯金規定」

のうちＪＡカード（一体型）のクレジットカード機能の

利用代金を決済する口座に関連する規定（以下、「関連

規定」といいます。）、「ＩＣカード規定」、「デビットカ

ード取引規定」、「ＪＡカード（一体型）会員規約」およ

び「ＪＡカード（一体型）規定」（以下、「本規定」とい

います。）を承認のうえ、当組合および当社所定の方法

にて入会を申し込み、当組合および当社が認めた者（以

下、「利用者」といいます。）に対し、１枚のみ発行され

るものとします。 

 変更 

新:20 

旧:20 

(3) JA カード（一体型）のクレジットカード機能の利用

代金を決済する口座は、当該 JA カード（一体型）の貯

金口座とするものとします。 

(3) ＪＡカード（一体型）のクレジットカード機能の利

用代金を決済する口座は、当該ＪＡカード（一体型）の

貯金口座とするものとします。 

 変更 
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新:20 

旧:20 

2 JA カード（一体型）の貸与および譲渡等の禁止 ２．（ＪＡカード（一体型）の貸与および譲渡等の禁止）  変更 

新:20 

旧:20 

(1) JA カード（一体型）の所有権は、当組合および当社

に帰属するものとし、利用者に貸与されるものとしま

す。 

(1) ＪＡカード（一体型）の所有権は、当組合および当社

に帰属するものとし、利用者に貸与されるものとしま

す。 

 変更 

新:20 

旧:20 

(2) 利用者は、JA カード（一体型）の使用と管理を善良

なる管理者の注意をもって行うものとし、JA カード（一

体型）を第三者に貸与、質入れ、譲渡等その占有を第三

者に移転することは一切できません。 

(2) 利用者は、ＪＡカード（一体型）の使用と管理を善良

なる管理者の注意をもって行うものとし、ＪＡカード

（一体型）を第三者に貸与、質入れ、譲渡等その占有を

第三者に移転することは一切できません。 

 変更 

新:20 

旧:20 

(3) 利用者は、JA カード（一体型）を貸与されたときは

直ちに当該カードの所定の署名欄に自署するものとし

ます。 

(3) 利用者は、ＪＡカード（一体型）を貸与されたときは

直ちに当該カードの所定の署名欄に自署するものとし

ます。 

 変更 

     

新:21 

旧:21 

3 JA カード（一体型）の取り扱い ３．（ＪＡカード（一体型）の取り扱い）  変更 

新:21 

旧:21 

(1) 利用者は、貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受

または残高照会等の取り引きが可能な機器（以下、「自

動機」といいます。）において JA カード（一体型）を利

用する場合は、JA カード（一体型）表面に記載されて

いるカード挿入方向の指示にしたがって、IC キャッシ

ュカード機能とクレジットカード機能を使い分けする

ものとします。 

(1) 利用者は、貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受

または残高照会等の取り引きが可能な機器（以下、「自

動機」といいます。）においてＪＡカード（一体型）を

利用する場合は、ＪＡカード（一体型）表面に記載され

ているカード挿入方向の指示に従って、ＩＣキャッシ

ュカード機能とクレジットカード機能を使い分けする

ものとします。 

 変更 
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新:21 

旧:21 

(2) 利用者が、JA カード（一体型）のデビットカードと

しての機能（「デビットカード取引規定」により定めら

れた機能をいいます。）およびクレジットカード機能の

両機能を使用できる加盟店においてJAカード（一体型）

を利用してショッピングを行う場合には、JA カード（一

体型）提示の際に、いずれの機能を利用するかについ

て、当該加盟店に申告するものとします。 

(2) 利用者が、ＪＡカード（一体型）のデビットカードと

しての機能（「デビットカード取引規定」により定めら

れた機能をいいます。）およびクレジットカード機能の

両機能を使用できる加盟店においてＪＡカード（一体

型）を利用してショッピングを行う場合には、ＪＡカー

ド（一体型）提示の際に、いずれの機能を利用するかに

ついて、当該加盟店に申告するものとします。 

 変更 

新:21 

旧:21 

(3) 第 1 項および第 2 項において利用者の過失により使

用方法を錯誤した場合に生じる不利益・損害について

は、利用者の負担とし、また利用者は、利用者の過失に

より使用方法を錯誤した場合の取り引きに基づく債務

についての支払義務を免れないものとします。 

(3) 第 1 項および第２項において利用者の過失により使

用方法を錯誤した場合に生じる不利益・損害について

は、利用者の負担とし、また利用者は、利用者の過失に

より使用方法を錯誤した場合の取り引きに基づく債務

についての支払義務を免れないものとします。 

 変更 

     

新:21 

旧:21 

4 有効期限 ４．（有効期限）  変更 

新:21 

旧:21 

(1) JA カード（一体型）におけるクレジットカード機能

の有効期限（以下、「有効期限」といいます。）は当社が

指定するものとし、JA カード（一体型）表面に表示し

た月の末日までとします。 

(1) ＪＡカード（一体型）におけるクレジットカード機

能の有効期限（以下、「有効期限」といいます。）は当社

が指定するものとし、ＪＡカード（一体型）表面に表示

した月の末日までとします。 

 変更 

新:21 

旧:21 

(2) 有効期限までにクレジットカード機能退会の申し出

がない利用者で、かつ、当社が引き続き利用者として承

認する場合、有効期限を更新した新たな JA カード（一

体型）（以下、「新カード」といいます。）が発行・貸与

されるものとします。 

(2) 有効期限までにクレジットカード機能退会の申し出

がない利用者で、かつ、当社が引き続き利用者として承

認する場合、有効期限を更新した新たなＪＡカード（一

体型）（以下、「新カード」といいます。）が発行・貸与

されるものとします。 

 変更 
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新:21 

旧:21 

(3) 当社がクレジットカード機能の提供を承認しなかっ

た場合には、当組合が「IC カード規定」および「デビ

ットカード取引規定」により発行される IC キャッシュ

カード（以下、「IC キャッシュカード」といいます。）

を発行し貸与するものとします。 

(3) 当社がクレジットカード機能の提供を承認しなかっ

た場合には、当組合が「ＩＣカード規定」および「デビ

ットカード取引規定」により発行されるＩＣキャッシ

ュカード（以下、「ＩＣキャッシュカード」といいます。）

を発行し貸与するものとします。 

 変更 

新:21 

旧:21 

(4) 第 2 項で利用者が新カードの交付を受けた場合は、

新カードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払

戻し・振込・現金の借受または残高照会等を行った時

点、あるいはデビットカードとしての機能を使用した

時点で、それまでご利用中の JA カード（一体型）（以

下、「旧カード」といいます。）の使用ができなくなりま

す。また、新カードを使用しない場合でも、旧カードは

当該カードに印字されている有効期限後に、当該カー

ドの使用ができなくなります。 

(4) 第２項で利用者が新カードの交付を受けた場合は、

新カードを初めて自動機に挿入して貯金の預入れ・払

戻し・振込・現金の借受または残高照会等を行った時

点、あるいはデビットカードとしての機能を使用した

時点で、それまでご利用中のＪＡカード（一体型）（以

下、「旧カード」といいます。）の使用ができなくなりま

す。また、新カードを使用しない場合でも、旧カードは

当該カードに印字されている有効期限後に、当該カー

ドの使用ができなくなります。 

 変更 

新:21 

旧:21 

(5) 第 4 項により使用できなくなった旧カードは利用者

が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カー

ドを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等

については、当組合および当社は責任を負わないもの

とします。 

(5) 第４項により使用できなくなった旧カードは利用者

が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カー

ドを破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等

については、当組合および当社は責任を負わないもの

とします。 

 変更 

     

新:22 

旧:22 

5 JA カード（一体型）の盗難・紛失の場合の責任と損害の

負担 

５．（ＪＡカード（一体型）の盗難・紛失の場合の責任と損

害の負担） 

 変更 

新:22 

旧:22 

(1) 万一利用者が、JA カード（一体型）を盗難、詐取も

しくは横領（以下、「盗難」といいます。）され、または

(1) 万一利用者が、ＪＡカード（一体型）を盗難、詐取も

しくは横領（以下、「盗難」といいます。）され、または

 変更 
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紛失した場合は、速やかに当組合および当社それぞれ

に電話等により届出のうえ、最寄りの警察署へお届け

いただくものとします。 

紛失した場合は、速やかに当組合および当社それぞれ

に電話等により届出のうえ、最寄りの警察署へお届け

いただくものとします。 

新:22 

旧:22 

(2) 盗難・紛失の通知を当組合が受けた場合には、当組

合が IC キャッシュカード機能を停止するものとしま

す。また、盗難・紛失の通知を当社が受けた場合には、

当社がクレジットカード機能を停止するものとしま

す。 

(2) 盗難・紛失の通知を当組合が受けた場合には、当組

合がＩＣキャッシュカード機能を停止するものとしま

す。また、盗難・紛失の通知を当社が受けた場合には、

当社がクレジットカード機能を停止するものとしま

す。 

 変更 

新:22 

旧:22 

(3) 第 2 項にかかわらず、当組合および当社のいずれか

に通知があった場合は、任意に当組合が IC キャッシュ

カード機能を、当社がクレジットカード機能をそれぞ

れ停止することができます。これに伴う不利益・損害等

については、当組合および当社は責任を負わないもの

とします。 

(3) 第２項にかかわらず、当組合および当社のいずれか

に通知があった場合は、任意に当組合がＩＣキャッシ

ュカード機能を、当社がクレジットカード機能をそれ

ぞれ停止することができます。これに伴う不利益・損害

等については、当組合および当社は責任を負わないも

のとします。 

 変更 

新:22 

旧:22 

(4) 利用者は、JA カード（一体型）が盗難・紛失にあっ

た場合には、第 1 項の通知の他、当組合に所定の書面

により届出を行わなければなりません。 

(4) 利用者は、ＪＡカード（一体型）が盗難・紛失にあっ

た場合には、第 1 項の通知の他、当組合に所定の書面

により届出を行わなければなりません。 

 変更 

新:22 

旧:22 

(5) 盗難・紛失により被る損害については、IC キャッシ

ュカード機能に関わる損害については「IC カード規定」

が、クレジットカード機能に関わる損害については「JA

カード（一体型）会員規約」がそれぞれ適用されるもの

とします。 

(5) 盗難・紛失により被る損害については、ＩＣキャッ

シュカード機能に関わる損害については「ＩＣカード

規定」が、クレジットカード機能に関わる損害について

は「ＪＡカード（一体型）会員規約」がそれぞれ適用さ

れるものとします。 

 変更 

     

新:22 6 届出事項の変更 ６．（届出事項の変更）  変更 
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旧:22 

新:22 

旧:22 

(1) 利用者が届け出た氏名、勤務先、住所等に変更があ

った場合、もしくは JA カード（一体型）の決済口座の

変更を希望する場合には、利用者はただちに当組合あ

て所定の届出用紙により手続きをしていただきます。

利用者が届け出た変更事項は当組合から当社へ送付

し、これをもって「JA カード（一体型）会員規約」に

定める届出があったものとします。 

(1) 利用者が届け出た氏名、勤務先、住所等に変更があ

った場合、もしくはＪＡカード（一体型）の決済口座の

変更を希望する場合には、利用者はただちに当組合あ

て所定の届出用紙により手続きをしていただきます。

利用者が届け出た変更事項は当組合から当社へ送付

し、これをもって「ＪＡカード（一体型）会員規約」に

定める届出があったものとします。 

 変更 

新:22 

旧:22 

(2) JA カード（一体型）の IC キャッシュカード機能にか

かる暗証番号を変更する場合には、利用者は当組合に

所定の手続きを行うものとします。また、クレジットカ

ード機能にかかる暗証番号を変更する場合には、利用

者は当社に所定の書面により届出を行うものとしま

す。 

(2) ＪＡカード（一体型）のＩＣキャッシュカード機能

にかかる暗証番号を変更する場合には、利用者は当組

合に所定の手続きを行うものとします。また、クレジッ

トカード機能にかかる暗証番号を変更する場合には、

利用者は当社に所定の書面により届出を行うものとし

ます。 

 変更 

新:22 

旧:22 

(3) 第 1 項のうち氏名に変更があった場合、もしくは JA

カード（一体型）の決済口座の変更を希望する場合に

は、第 10条所定の再発行手続きがとられるものとしま

す。 

(3) 第 1 項のうち氏名に変更があった場合、もしくはＪ

Ａカード（一体型）の決済口座の変更を希望する場合に

は、第 10条所定の再発行手続きがとられるものとしま

す。 

 変更 

新:22 

旧:22 

(4) 第 2 項のうち、クレジットカード機能にかかる暗証

番号を変更する場合は、第 10条所定の再発行手続きが

とられるものとします。 

(4) 第２項のうち、クレジットカード機能にかかる暗証

番号を変更する場合は、第 10条所定の再発行手続きが

とられるものとします。 

 変更 

     

新:22 

旧:22 

7 JA カード（一体型）の機能分離等 ７．（ＪＡカード（一体型）の機能分離等）  変更 
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新:22 

旧:22 

(1) 利用者は、JA カード（一体型）について次のことを

行う場合には、当組合あて所定の届出用紙により申込

または届出を行うものとします。利用者が提出した届

出については、当組合から当社に送付し、これをもって

本項に定める申込または届出があったものとします。

なお、この場合、JA カード（一体型）を分離するか、

JA カード（一体型）の機能のいずれか一方または双方

が利用できなくなる場合があります。 

(1) 利用者は、ＪＡカード（一体型）について次のことを

行う場合には、当組合あて所定の届出用紙により申込

または届出を行うものとします。利用者が提出した届

出については、当組合から当社に送付し、これをもって

本項に定める申込または届出があったものとします。

なお、この場合、ＪＡカード（一体型）を分離するか、

ＪＡカード（一体型）の機能のいずれか一方または双方

が利用できなくなる場合があります。 

 変更 

新:23 

旧:23 

①JA カード（一体型）の IC キャッシュカード機能とク

レジットカード機能を分離し、IC キャッシュカード

と「ＮICＯＳカード会員規約、JA カード会員特約、

JA カード「個人情報の取り扱いに関する特約」、ロー

ドアシスタンスサービス規定」により定められたク

レジットカード機能のみを有する JA カード（以下、

「JA カード」といいます。）それぞれの発行を希望す

る場合 

①ＪＡカード（一体型）のＩＣキャッシュカード機能と

クレジットカード機能を分離し、ＩＣキャッシュカ

ードと「ＮＩＣＯＳカード会員規約、ＪＡカード会員

特約、ＪＡカード「個人情報の取扱いに関する特約」、

ロードアシスタンスサービス規定」により定められ

たクレジットカード機能のみを有するＪＡカード

（以下、「ＪＡカード」といいます。）それぞれの発行

を希望する場合 

 変更 

新:23 

旧:23 

②JA カード（一体型）の IC キャッシュカード機能の利

用を取りやめ、JA カードのみ発行を希望する場合 

②ＪＡカード（一体型）のＩＣキャッシュカード機能の

利用を取りやめ、ＪＡカードのみ発行を希望する場

合 

 変更 

新:23 

旧:23 

③JA カード（一体型）のクレジットカード機能の利用

を取りやめ、キャッシュカードのみ発行を希望する

場合 

③ＪＡカード（一体型）のクレジットカード機能の利用

を取りやめ、キャッシュカードのみ発行を希望する

場合 

 変更 

新:23 

旧:23 

④JA カード（一体型）の IC キャッシュカード機能とク

レジットカード機能の両方の利用を取りやめる場合 

④ＪＡカード（一体型）のＩＣキャッシュカード機能と

クレジットカード機能の両方の利用を取りやめる場

合 

 変更 
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新:23 

旧:23 

⑤決済口座を、当組合以外の JA カード（一体型）を扱

う組合または連合会の口座に変更する場合 

⑤決済口座を、当組合以外のＪＡカード（一体型）を扱

う組合または連合会の口座に変更する場合 

 変更 

新:23 

旧:23 

⑥決済口座を、JA カード（一体型）を扱わない他の金

融機関の口座に変更する場合 

⑥決済口座を、ＪＡカード（一体型）を扱わない他の金

融機関の口座に変更する場合 

 変更 

新:23 

旧:23 

⑦決済口座を解約する場合 ⑦決済口座を解約する場合   

新:23 

旧:23 

(2) 第 1 項のうち、②、④、⑦の場合は、当該 JA カード

（一体型）は当組合に提出するものとし、②の場合に、

新たに JA カードが交付されるまでの間、利用者はクレ

ジットカード機能を利用できなくなりますが、これに

伴う不利益・損害等については、当組合および当社は責

任を負わないものとします。 

(2) 第１項のうち、②、④、⑦の場合は、当該ＪＡカード

（一体型）は当組合に提出するものとし、②の場合に、

新たにＪＡカードが交付されるまでの間、利用者はク

レジットカード機能を利用できなくなりますが、これ

に伴う不利益・損害等については、当組合および当社は

責任を負わないものとします。 

 変更 

新:23 

旧:23 

(3) 第 1 項のうち、①、③、⑤、⑥については、IC キャ

ッシュカードを発行し貸与するものとします。 

(3) 第１項のうち、①、③、⑤、⑥については、ＩＣキャ

ッシュカードを発行し貸与するものとします。 

 変更 

新:23 

旧:23 

(4) 第 1 項のうち、①、②、⑥、⑦については、利用者が

当社所定の方法により、JA カードの発行の申込をし、

当社が審査のうえ承認した場合には、JA カードを発行

し貸与するものとします。 

(4) 第１項のうち、①、②、⑥、⑦については、利用者が

当社所定の方法により、ＪＡカードの発行の申込をし、

当社が審査のうえ承認した場合には、ＪＡカードを発

行し貸与するものとします。 

 変更 

     

新:23 

旧:23 

8 JA カード（一体型）の種別変更等 ８．（ＪＡカード（一体型）の種別変更等）  変更 

新:23 

旧:23 

(1) 利用者は、JA カード（一体型）のクレジットカード

機能のうち、種別の変更を希望する場合には、当組合あ

(1) 利用者は、ＪＡカード（一体型）のクレジットカード

機能のうち、種別の変更を希望する場合には、当組合あ

 変更 
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て所定の届出用紙により申込を行うものとします。利

用者が提出した届出の全部または一部については、当

組合から当社に送付し、これをもって種別の変更の申

込が当社にあったものとします。 

て所定の届出用紙により申込を行うものとします。利

用者が提出した届出の全部または一部については、当

組合から当社に送付し、これをもって種別の変更の申

込が当社にあったものとします。 

新:23 

旧:23 

(2) 第 1 項により新たに JA カード（一体型）が交付され

ることで、使用できなくなった旧カードは利用者が責

任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを破

棄しなかったことにより生じた不利益・損害等につい

ては、当組合および当社は責任を負わないものとしま

す。 

(2) 第１項により新たにＪＡカード（一体型）が交付さ

れることで、使用できなくなった旧カードは利用者が

責任をもって破棄するものとします。なお、旧カードを

破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等につ

いては、当組合および当社は責任を負わないものとし

ます。 

 変更 

     

新:24 

旧:24 

9 クレジットカード機能の利用停止等と返却 ９．（クレジットカード機能の利用停止等と返却）  変更 

新:24 

旧:24 

(1) 利用者が「本規定」もしくは「JA カード（一体型）

会員規約」に違反した場合、その他当社が利用者として

不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告せず

してクレジットカード機能の利用停止または会員資格

を取り消すことができるものとします。 

(1) 利用者が「本規定」もしくは「ＪＡカード（一体型）

会員規約」に違反した場合、その他当社が利用者として

不適当と認めた場合は、当社は、何らの通知、催告せず

してクレジットカード機能の利用停止または会員資格

を取り消すことができるものとします。 

 変更 

新:24 

旧:24 

(2) 当社が第 1 項により会員資格の取り消しを行った場

合には、利用者は JA カード（一体型）をただちに当社

の指示する方法に従い当社に返却するものとし、JA カ

ード（一体型）を当社に返却後に、当組合は IC キャッ

シュカード等当組合所定のカードを発行し貸与するも

のとします。 

(2) 当社が第１項により会員資格の取り消しを行った場

合には、利用者はＪＡカード（一体型）をただちに当社

の指示する方法に従い当社に返却するものとし、ＪＡ

カード（一体型）を当社に返却後に、当組合はＩＣキャ

ッシュカード等当組合所定のカードを発行し貸与する

ものとします。 

 変更 
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新:24 

旧:24 

(3) 第 2 項の場合、新たに IC キャッシュカードが交付さ

れるまでの間、利用者は IC キャッシュカード機能を利

用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等につ

いては、当組合および当社は責任を負わないものとし

ます。 

(3) 第２項の場合、新たにＩＣキャッシュカードが交付

されるまでの間、利用者はＩＣキャッシュカード機能

を利用できなくなりますが、これに伴う不利益・損害等

については、当組合および当社は責任を負わないもの

とします。 

 変更 

新:24 

旧:24 

(4) 会員資格の取り消しを行った場合には、当組合およ

び当社はそれぞれの判断で利用者に事情の通知・催告

等をすることなく当組合および当社の現金自動支払機

や当社の加盟店等を通じて、JA カード（一体型）を回

収することができるものとします。利用者は当組合、ま

たは当社のどちらか一方からカード回収の要求があっ

たときには、異議なくこれに応じるものとします。 

(4) 会員資格の取り消しを行った場合には、当組合およ

び当社はそれぞれの判断で利用者に事情の通知・催告

等をすることなく当組合および当社の現金自動支払機

や当社の加盟店等を通じて、ＪＡカード（一体型）を回

収することができるものとします。利用者は当組合、ま

たは当社のどちらか一方からカード回収の要求があっ

たときには、異議なくこれに応じるものとします。 

 変更 

     

新:24 

旧:24 

10 カードの再発行等 10．（カードの再発行等）  変更 

新:24 

旧:24 

(1) JA カード（一体型）の再発行もしくは第 5 条、第 6

条第3項および第4項による再発行を申し込むときは、

当組合あて所定の届出用紙を提出するものとします。

利用者が提出した届出については、当組合から当社に

送付し、これをもって本項および「JA カード（一体型）

会員規約」に定める届出があったものとします。 

(1) ＪＡカード（一体型）の再発行もしくは第５条、第６

条第３項および第４項による再発行を申し込むとき

は、当組合あて所定の届出用紙を提出するものとしま

す。利用者が提出した届出については、当組合から当社

に送付し、これをもって本項および「ＪＡカード（一体

型）会員規約」に定める届出があったものとします。 

 変更 

新:24 

旧:24 

(2) 当組合および当社が、第 1 項に定めるカードの再発

行に応じるときは、当組合および当社が所定の手続き

をした後に再発行します。 

(2) 当組合および当社が、第１項に定めるカードの再発

行に応じるときは、当組合および当社が所定の手続き

をした後に再発行します。 

 変更 
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新:24 

旧:24 

(3) 第 1 項によりカードが再発行される場合には、利用

者は当組合および当社所定の再発行手数料請求があっ

た場合は、当該請求金額を支払うものとします。 

(3) 第１項によりカードが再発行される場合には、利用

者は当組合および当社所定の再発行手数料請求があっ

た場合は、当該請求金額を支払うものとします。 

 変更 

     

新:24 

旧:24 

11 店舗統廃合 11．（店舗統廃合）  変更 

新:24 

旧:24 

(1) 当組合が店舗統廃合を行った場合には、新たに JA カ

ード（一体型）もしくは IC キャッシュカード（以下、

「店舗統廃合に伴う新カード」といいます。）を発行し

貸与することがあります。 

(1) 当組合が店舗統廃合を行った場合には、新たにＪＡ

カード（一体型）もしくはＩＣキャッシュカード（以下、

「店舗統廃合に伴う新カード」といいます。）を発行し

貸与することがあります。 

 変更 

新:24 

旧:24 

(2) 第 1 項で利用者が店舗統廃合に伴う新カードの交付

を受けた場合は、これらのカードを初めて自動機に挿

入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または

残高照会等を行った時点、あるいはデビットカードと

しての機能を使用した時点で、それまでご利用中の旧

カードの使用ができなくなります。また、店舗統廃合に

伴う新カードを使用しない場合でも、旧カードは当該

カードに印字されている有効期限後に、当該カードの

使用ができなくなります。 

(2) 第１項で利用者が店舗統廃合に伴う新カードの交付

を受けた場合は、これらのカードを初めて自動機に挿

入して貯金の預入れ・払戻し・振込・現金の借受または

残高照会等を行った時点、あるいはデビットカードと

しての機能を使用した時点で、それまでご利用中の旧

カードの使用ができなくなります。また、店舗統廃合に

伴う新カードを使用しない場合でも、旧カードは当該

カードに印字されている有効期限後に、当該カードの

使用ができなくなります。 

 変更 

新:24 

旧:24 

(3) 第 2 項により使用できなくなった旧カードは利用者

が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カード

を破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等に

ついては、当組合および当社は責任を負わないものと

します。 

(3) 第２項により使用できなくなった旧カードは利用者

が責任をもって破棄するものとします。なお、旧カード

を破棄しなかったことにより生じた不利益・損害等に

ついては、当組合および当社は責任を負わないものと

します。 

 変更 
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新:25 

旧:25 

12 情報の管理および同意 12．（情報の管理および同意）  変更 

新:25 

旧:25 

(1) 利用者は、JA カード（一体型）の発行に関する業務

上必要な範囲で、当組合および当社が業務を委託する

第三者に対し、JA カード（一体型）に表示または記録

される当該利用者に関する情報の預託がなされること

について、あらかじめ同意するものとします。 

(1) 利用者は、ＪＡカード（一体型）の発行に関する業務

上必要な範囲で、当組合および当社が業務を委託する

第三者に対し、ＪＡカード（一体型）に表示または記録

される当該利用者に関する情報の預託がなされること

について、あらかじめ同意するものとします。 

 変更 

新:25 

旧:25 

(2) 利用者は、JA カード（一体型）の発行、管理等業務

遂行上必要な範囲で、当組合および当社で当該利用者

の属性情報（当該利用者が当組合および当社に対し JA

カード（一体型）申込時に申込書等により届け出た情報

および第 6 条に基づいて届け出た情報をさすものとし

ます。）、JA カード（一体型）の機能の全部または一部

の利用の可否の判断に関わる当該利用者の情報（第 4

条、第 5 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条第 2 項

記載の事項、関連規定、「IC カード規定」、「デビットカ

ード取引規定」または「JA カード（一体型）会員規約」

に違反した事実等）の共有がなされることについて、あ

らかじめ同意するものとします。 

(2) 利用者は、ＪＡカード（一体型）の発行、管理等業務

遂行上必要な範囲で、当組合および当社で当該利用者

の属性情報（当該利用者が当組合および当社に対しＪ

Ａカード（一体型）申込時に申込書等により届け出た情

報および第６条に基づいて届け出た情報をさすものと

します。）、ＪＡカード（一体型）の機能の全部または一

部の利用の可否の判断に関わる当該利用者の情報（第

４条、第５条、第７条、第８条、第９条、第 10条第２

項記載の事項、関連規定、「ＩＣカード規定」、「デビッ

トカード取引規定」または「ＪＡカード（一体型）会員

規約」に違反した事実等）の共有がなされることについ

て、あらかじめ同意するものとします。 

 変更 

新:25 

旧:25 

(3) 当組合、当社および業務を委託する第三者は、利用

者情報に関するプライバシー保護について十分注意を

払うものとします。 

(3) 当組合、当社および業務を委託する第三者は、利用

者情報に関するプライバシー保護について十分注意を

払うものとします。 
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新:25 

旧:25 

13 規約および規定の準用 13．（規約および規定の準用）  変更 

新:25 

旧:25 

「本規定」に特段の定めがない場合は、JA カード（一

体型）の IC キャッシュカード機能については関連規定、

「IC カード規定」、「デビットカード取引規定」を、クレ

ジットカード機能については「JA カード（一体型）会員

規約」を準用するものとします。  

「本規定」に特段の定めがない場合は、ＪＡカード（一

体型）のＩＣキャッシュカード機能については関連規定、

「ＩＣカード規定」、「デビットカード取引規定」を、クレ

ジットカード機能については「ＪＡカード（一体型）会員

規約」を準用するものとします。  

 変更 

新:25 

旧:25 

また、「本規定」と関連規定、「IC カード規定」、「デビ

ットカード取引規定」または「JA カード（一体型）会員

規約」の内容が両立しない場合は、「本規定」が優先的に

適用されるものとします。 

また、「本規定」と関連規定、「ＩＣカード規定」、「デビ

ットカード取引規定」または「ＪＡカード（一体型）会員

規約」の内容が両立しない場合は、「本規定」が優先的に

適用されるものとします。 

 変更 

     

新:25 

旧:25 

14 本規定の変更 14．（「本規定」の変更）  変更 

新:25 

旧:25 

(1) 本規定は民法に定める定型約款に該当します。当組

合は、本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変

化その他相当の事由があると認められる場合には、民

法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するもの

とします。 

(1) 本規定は民法に定める定型約款に該当します。当組

合は、本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変

化その他相当の事由があると認められる場合には、民

法の定型約款の変更の規定に基づいて変更するもの

とします。 

  

新:25 

旧:25 

(2) 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容

を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公

表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるも

のとします。 

(2) 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容

を、店頭表示、インターネットその他相当の方法で公

表し、公表の際に定める適用開始日から適用されるも

のとします。 
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新:25 

旧:25 

以 上 以 上   

新:25 

旧:25 

（令和７年４月１日現在） （令和２年４月１日現在）   

 


